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は じ め に 

 

 

新潟市は，新潟市自治基本条例において「市民一人ひとりの人権が大切にさ

れるまち」を掲げ，新潟市の総合計画である「にいがた未来ビジョン」において

は「市民の人権と安全が確保され安心して暮らせるまち」の実現を目指してい

ます。これらを実現するため，2008(平成 20)年 3 月に「新潟市人権教育・啓発

推進計画」を策定，2015(平成 27)年 3 月に 1 回目の改訂を行い，人権教育・啓

発の総合的な推進を図ってまいりました。 

本計画の改訂から 5 年が経過し，さまざまな分野の人権課題に関する法整備

が進む一方，依然として差別や偏見，いじめなどの人権問題が発生しています。

また，情報化や価値観の多様化など社会情勢の変化に伴う新たな人権問題も生

じています。このような状況を踏まえ，人権を取り巻く国内外の動向や社会状

況の変化に対応するための見直しを行い，人権教育及び人権啓発に係る施策を

さらに効果的に推進していくため，このたび 2 回目の改訂を行いました。 

 今後も本計画に基づき人権施策に取り組み，市民一人ひとりがいきいきと暮

らす，笑顔あふれる新潟市のために努めてまいります。 

 結びに，本計画の改訂にあたり，貴重なご意見をいただきました市民の皆さ

まをはじめ，熱心にご議論いただいた新潟市人権教育・啓発推進委員会の委員

の皆さま，そのほか関係するすべての方々に，心よりお礼を申し上げます。 

 

 

令和２年３月 

新潟市長 中 原  八 一  
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「障がい」の表記について 

 「障がい」の表記については、国においては「法令における「障害」の表記につい
ては、当面、現状の「障害」を用いることとし、…」（平成 22 年 12 月 17 日、「障害
者制度改革の推進のための第二次意見」障がい者制度改革推進会議）としています
が、「常用漢字表は地方公共団体や民間組織において、…（省略）…。それぞれの考
え方に基づいた表記を用いることが可能である。」（平成 30 年 11 月 22 日、「「障害」
の表記に関するこれまでの考え方（国語分科会確認事項）」文化審議会国語分科会）
と確認されています。  

これらを踏まえ、新潟市では、「障害」の「害」の字が持つマイナスイメージや当
事者への配慮から、原則として「障がい」とひらがなで表記します。ただし、法令や

それに基づく制度、施設名、法人などの固有名詞は「障害」と漢字で表記します。  
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第１章 基本的な考え方 

 

１ 人権の基本的考え方 

人権とは、人間が生まれながらにして持っている自分らしく生きる権利で、個人

の尊厳に基づく、誰からも侵されることのない固有の権利です。また、すべての人々

が個人としての生存と自由を確保し、幸福を追求するために等しく保障される権利

です。これら基本的人権の尊重は、日本国憲法の原則となっています。 

人権は、これが侵害されたときに公の制度によって救済される「法的な権利」で

もあります。人権を守るためには、「思いやり」や「やさしさ」だけの問題とするの

ではなく、差別や虐待などの人権侵害を自分自身のことととらえ、許さず、なくし

ていくことが必要です。 

また、人は、一人ひとりがかけがえのない存在であり、多様な個性や可能性を持

って生まれてきます。国籍や人種、宗教、性別、年齢、障がいの有無、価値観など

にかかわらず、お互いを尊重し、認め合い、活かし合う多様性（ダイバーシティ※）

の尊重や社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン※）についての意識を醸成す

ることで、人権が尊重される社会につながります。 

  

２ 計画の位置付け 

本計画は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（以下「人権教育・啓発推

進法」という。）」に規定する地方公共団体の責務を踏まえ、新潟市の人権教育・啓

発の総合的な推進を図るための全体像を示すものです。 

また、新潟市の最上位の計画である「新潟市総合計画 2030※」が目指す都市像実

現に向けた施策として掲げる「人権を尊重する社会の推進」のため、分野別の計画

のひとつとして、人権施策を推進するうえで基本的な考え方等を示しています。他

の分野別の計画と本計画は、人権施策の方向性を共有し、相互に有機的に連動して

います。 
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３ 計画の目的  

   

 

 

 

 

新潟市は、2008(平成 20）年に制定した「新潟市自治基本条例※」において「一人

ひとりの人権が大切にされる新潟」を、「新潟市総合計画 2030」では「人権を尊重

する社会の推進」を目指す都市像実現のため掲げています。 

本計画は、これらを実現するため、「人権文化」を育み、人権意識を定着させるこ

とを目的とします。 

 

＊ 本計画における「人権文化」とは、人権が理念として理解されるだけでなく、日常の暮

らしの中で人権が尊重されるよう人々が行動するありさまをいう。 

 

４ 計画期間及び改訂 

本計画の期間は、2025(令和 7)年 4 月から 2030(令和 12)年 3 月までの 5 年間とし

ます。ただし、「新潟市総合計画 2030」の計画最終年度である 2030(令和 12)年 3 月

までの取組状況、又は社会状況の変化などにより、必要に応じて見直すものとしま

す。 

計画の見直しにあたっては、学識経験者、関係団体の職員、公募による市民等を

委員として構成し、設置している「新潟市人権教育・啓発推進委員会」を開催しな

がら進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“一人ひとりの人権が大切にされる新潟” 

～「人権文化」を育み，人権意識を定着させるために～ 
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新潟市人権教育・啓発推進計画の位置付けと体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公共団体の責務 

施策の連携 

有機的に連動 

新潟市総合計画 2030 

【目指す都市像】  

田園の恵みを感じながら心豊かに暮らせる日本海拠点都市 

【分野】  市民活躍 

【政策】 誰もが個性と能力を発揮し活躍できるまちづくりの推進 

【施策】 人権を尊重する社会の推進  

国（法律・計画） 
人権教育・啓発推進法 
人権教育・啓発に関する基本計画 

新潟県 
新潟県人権教育・啓発 

推進基本指針 

新潟市分野別計画 

男女共同参画行動計画    女性活躍推進計画 

子ども・子育て支援事業計画 子どもの貧困対策推進計画 

こども計画（仮称）        子どもの権利推進計画 

地域包括ケア計画          障がい者計画     ほか 

新潟市人権教育・啓発推進計画 
～ 人権文化を育む ～ 

人権 
第 1 章 基本的な考え方 

 1 人権の基本的考え方 

2 計画の位置付け 

3 計画の目的 

4 計画期間及び改訂 

第２章 策定にあたって 

 1 策定の背景 

(1) 世界の動き (2) 国内の動き 

 2 新潟市の現状と課題 

(1)これまでの取組 (2)市民意識調査からみる市民の人権に関する意識 (3)今後の課題 

第４章 人権施策の方向 

1 さまざまな場・機会における人権教育・啓発の推進等 

(1) 市職員に対する人権教育・研修 

(2) 地域社会における人権教育・啓発の推進 

(3) 学校における人権教育の推進 

(4) 生涯学習における人権教育・啓発の支援 

(5) 民間団体における人権教育・啓発の支援 

(6) 企業における人権教育・啓発の支援 

第３章 人権教育・啓発の推進に関する基本方針 

 1 基本的あり方 

(1) 学校，地域，家庭，職域等の連携 

・協働と多様な機会の提供 

(2) 発達段階を踏まえた効果的な手法 

(3) 市民の自主性の尊重と教育・啓発 

  における中立性の確保 

2 基本的な視点 

(1) 「思いやり・やさしさ」から「権利主体性」強調へ 

(2) 法を理解し使いこなす力(ﾘｰｶﾞﾙ･ﾘﾃﾗｼｰ)を重視する 

(3) 人権侵害を傍観せず，人権侵害された人々を力づける 

(4) 多様性(ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ)の尊重と 
社会的包摂(ｿｰｼｬﾙ・ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ)についての意識を醸成する 

(5) 人権教育・啓発と人権相談・救済との関連を重視する 

2 人権救済のための相談制度の充実等 

(1) 各種相談に対応できる相談体制の充実  

(2) 相談窓口の周知 

(3) 関係機関等との連携 

(4) 救済制度の充実 

第５章 分野別人権施策の推進 

 1 女性 2 子ども 3 高齢者 4 障がい者 5 同和問題 6 外国籍市民等 7 HIV 感染者等 8 新潟水俣病 

 9 拉致問題 10 性的マイノリティ 11 犯罪被害者等 12 インターネット 13 さまざまな人権問題 

第６章 総合的かつ効果的な計画推進に向けて 

 1 庁内推進体制の充実  2 関係機関や民間団体等との連携・協働  3 計画の評価 

計
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の
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一人ひとりの人権が大切にされる新潟 
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第２章 策定にあたって 

１ 策定の背景 

（１）世界の動き 

 二度にわたる世界大戦を経て、世界における平和と安全の維持のために国際連合
※が設立されました。1948(昭和 23)年に国際連合の総会において、人権及び基本的

自由を尊重し確保するために、すべての人民とすべての国が達成すべき共通の基準

として、「世界人権宣言」が採択されました。1966(昭和 41)年には、「世界人権宣言」

で規定された権利に法的な拘束力を持たせるため、「国際人権規約」が採択され発効

しました。 

このほか「女子差別撤廃条約」、「児童の権利条約」、「人種差別撤廃条約」、「拷問

等禁止条約」など多くの人権条約※が採択され発効し、また「国際婦人年」、「国際

児童年」ほか各テーマ別に国際年を定めるなど、人権問題への国際的取組が行われ

てきました。 

1994(平成 6)年の国連総会において、1995(平成 7)年から 2004(平成 16)年までを

「人権教育のための国連 10 年」とすることが決議され、世界各国における人権教

育の普及などの取組として、「人権教育のための国連 10 年行動計画」が採択されま

した。2004(平成 16)年には国連総会において「人権教育のための世界計画」が決議

されました。 

また、2006(平成 18)年に障がい者の権利を保障する「障害者権利条約」、拉致問

題を含む「強制失踪条約」が採択され発効しました。 

 

（２）国内の動き 

国は、すべての国民の基本的人権の享有を保障する憲法の下、「国際人権規約」を

はじめ重要な人権条約を批准するとともに、人権が尊重される社会の形成に向けた

取組を進めてきました。「人権教育のための国連 10年」が決議されたことを受けて、

1997(平成 9)年に「人権教育のための国連 10 年に関する国内行動計画」を策定しま

した。 

我が国固有の同和問題への取組は戦後本格的に行われるようになり、1965(昭和

40)年に同和対策審議会の答申が出され、「同和対策事業特別措置法」ほか 2 本の特

別措置法により各種施策が推進されました。1996(平成 8)年には地域改善対策協議

会の意見具申を受けて、今後の具体的な方策の検討のため、「人権擁護施策推進法」

に基づく人権擁護推進審議会が設置されました。1999(平成 11)年の同審議会の答申

を受けて、2000(平成 12)年に「人権教育・啓発推進法」が施行され、2002(平成 14)

年には国の「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。同法では、地

方公共団体の責務として国と連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ人権教育及び人

権啓発に関する施策を策定、実施することが明記されています。また、文部科学省

第２章 策定にあたって 
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では、人権についての知的理解を深めるとともに人権感覚を十分に身につけること

を目指して、2008(平成 20)年に「人権教育の指導方法等の在り方について〔第三次

とりまとめ〕」を公表しています。 

課題別の人権施策については、それぞれ個別法や計画の整備が進められており、

近年では、2016(平成 28)年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

（以下「障害者差別解消法」という。）」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消に向けた取組の推進に関する法律（以下「ヘイトスピーチ※解消法」という。）」、

「部落差別の解消の推進に関する法律（以下「部落差別解消推進法」という。）」が

施行されています。 

新潟県においては、「人権教育・啓発推進法」において規定にされた人権教育及び

啓発にかかる施策の策定とその実施についての地方公共団体の責務に基づき、県が

取り組むべき施策の方向を明らかにし、総合的な取組を推進するため 2004(平成 16)

年に「新潟県人権教育・啓発推進基本指針」を策定し、また、2010(平成 22)年には

学校教育及び社会教育における人権教育の一層の推進と充実を図る「新潟県人権教

育基本方針」を策定しました。 

 

２ 新潟市の現状と課題   

（１）これまでの取組 

新潟市では、1975(昭和 50)年の「国際婦人年」を契機として多様な女性団体・グ

ループが、女性問題の調査研究・解決へ向けた活動を展開するようになり、1985(昭

和 60)年に「第１回にいがた女性大会」が開催されました。1987(昭和 62)年に女性

行政担当組織として「婦人政策室」を設置し、あらゆる場において女性問題を解決

し、男女が共につくる社会の実現をめざす「新潟市女性行動計画」を策定、1991(平

成 3)年に市民とともに男女共同参画を推進するための施設として「女性センター」

を設置しました。2001(平成 13)年には「新潟市男女共同参画行動計画」を策定し、

2005(平成 17)年には「新潟市男女共同参画推進条例」を制定、男女の性差別や固定

的な役割分担意識の撤廃など男女共同参画社会の実現を目指しています。 

 同和問題については、1985(昭和 60)年の市立高校の教師による差別発言を契機と

して、教職員の同和研修などに努めてきたほか、1993(平成 5)年に庁内関係課で構

成する「新潟市同和対策連絡調整会議」を設置し、「新潟市同和対策基本方針」を定

めて職員研修や同和教育研修の推進、人権・同和問題への市民意識の啓発に努めて

います。 

 さらに、新潟市は 2006(平成 18)年に「新・新潟市総合計画」を策定、「人権尊重・

男女共同参画の社会づくり」と「共生社会の推進」を目標に掲げ、「市民一人ひとり

が大切にされる市民主体のまちづくり」を宣言しました。また、2007(平成 19)年の

政令指定都市移行を経て、2008(平成 20)年に新潟市自治基本条例を制定、「市民一
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人ひとりの人権が大切にされるまち」を宣言しています。同年、これまでの施策を

尊重しながら総合的で、実効性のある人権施策を推進するため、「新潟市人権教育・

啓発推進計画」を策定しています。2015(平成 27)年に策定した総合計画「にいがた

未来ビジョン」では、「市民の人権と安全が確保され安心して暮らせるまち」を目指

し、2023（令和 5）年に、新たな総合計画として「新潟市総合計画 2030」を策定し、

目指す都市像の実現に向け、「人権を尊重する社会の推進」に取り組んでいます。

2025(令和 7)年、本計画策定後の人権を取り巻く国内外の動向や社会状況の変化に

対応し、かつ「新潟市総合計画 2030」の方向性に合わせて、本計画を改訂しました。 

 

（２）市民意識調査からみる市民の人権に関する意識 

ア 調査の経緯 

新潟市では、すべての人の人権が尊重される社会の実現を目指して、さまざまな

施策を進めていますが、今なお、人権侵害や差別による問題などが存在しています。

そこで、市民の人権に関する意識を把握し、今後の人権教育・啓発を推進していく

うえでの参考とするため、「新潟市人権に関する市民意識調査（以下「市民意識調査」

という。）」を実施しています。 

これまで、2006(平成 18)年に「市民意識調査」（以下「平成 18 年調査」という。）

を初めて実施し、2008(平成 20)年に「新潟市人権教育・啓発推進計画」を策定しま

した。その後、2013(平成 25)年、2018 年(平成 30)年に「市民意識調査」(以下「平

成 25 年調査」、「平成 30 年調査」という。)を実施し、それぞれ、2015(平成 27)年、

2020(令和 2)年に、本計画を改訂しました。 

本計画の再改訂にあたり、20223(令和 5)年に４回目となる「市民意識調査」（以

下「令和５年調査」という。）を実施しました。 

 

イ 意識調査の方法 

新潟市内の満 15 歳以上の無作為に抽出した 3、000 人に対して郵送によるアンケ

ート調査を実施しました。回収件数は 1,227 件で、回収率は 40.9％でした。 

 

ウ 人権全般についての調査結果の要約 

①  人権に対する関心 

「あなたは、『人権』にどの程度、関心を持っていますか」という問いに「かなり

関心がある」、「少し関心がある」と回答した人は、66.7％でしたが、平成 30 年調査

から若干増加しています。 
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② 関心のある人権問題 

 関心のある人権問題は、「障がい者」(50.6％)、「インターネットに関する人権問

題」(48.5％)、「女性」(47.6％)、「子ども」(45.4％)、「高齢者」(38.1％)、「公権

力による人権問題」(37.8％)、「拉致被害者とその家族」(32.6％)、「ＬＧＢＴＱ等

性的マイノリティ」(31.1％)の順になっています。 

 平成 30 年調査と比べ、「インターネットに関する人権問題」、「公権力による人権

問題」、「ＬＧＢＴＱ等性的マイノリティ」が大幅に増加しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権に対する関心 

21.7

20.3

20.7

43.9

43.8

46.0

22.4

19.4

19.1

10.3

13.7

12.1

1.7

2.7

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（H25）

(n=1430)

全体（H30）

(n=1435)

全体（R5）

(n=1186)

かなり関心がある 少し関心がある どちらともいえない あまり関心がない まったく関心がない
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関心のある人権問題 

※「ｎ=」は回答者数 

 

47.7 

39.9 

39.6 

43.2 

37.3 

31.4 

24.2 

9.7 

27.1 

10.8 

9.1 

13.2 

11.8 

11.8 

12.7 

10.9 

6.5 

1.5 

6.3 

55.2 

39.7 

45.6 

47.9 

40.6 

30.1 

26.3 

18.0 

27.3 

9.2 

11.9 

13.2 

11.8 

12.4 

10.5 

11.7 

7.4 

1.8 

5.9 

50.6 

48.5 

47.6 

45.4 

38.1 

37.8 

32.6 

31.1 

30.3 

28.3 

27.2 

17.7 

15.9 

15.2 

14.7 

13.7 

13.2 

10.7 

1.5 

6.3 

0 ％ 10 ％ 20 ％ 30 ％ 40 ％ 50 ％ 60 ％

障がい者に関する人権問題

インターネット（LINE、X（旧Twitter）などのSNSを含む）に

関する人権問題

女性に関する人権問題

子どもに関する人権問題

高齢者に関する人権問題

公権力による人権侵害

北朝鮮当局による拉致被害者とその家族に関する人権

問題

ＬＧＢＴＱ等性的マイノリティ（性のあり方が少数派とされ

る人々）に関する人権問題

犯罪被害者やその家族に関する人権問題

災害に伴う人権問題（避難所でのプライバシー問題、風

評被害など）

ＨＩＶや肝炎、新型コロナウイルス感染症などの感染者・

医療従事者やその家族に関する人権問題

外国籍市民等に関する人権問題

同和地区（被差別部落）出身者に関する人権問題

刑を終えて出所した人やその家族に関する人権問題

新潟水俣病に関する人権問題

ホームレス（路上生活）状態にある人に関する人権問題

ハンセン病患者・元患者やその家族に関する人権問題

アイヌの人々に関する人権問題

その他

特にない

H25（n=1,437）

H30（n=1,417）

R5（n=1,202）
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③  人権侵害を受けた経験 

自分の人権が侵害されたと思った経験のある人は 29.9％と、平成 25 年及び平成

30 年調査と同様に３割前後の回答がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  人権侵害を受けた内容 

 どのような人権侵害を受けたと思うかの質問への回答は、「あらぬ噂、他人からの

悪口、かげ口」（61.2％）、「仲間外れ、いやがらせ、いじめ」（57.9％）、「不当な扱

い、待遇」（53.5％）が、５割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権侵害を受けた経験 

第２章 策定にあたって 
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27.1 

37.7 
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56.3 

52.0 

37.8 

24.2 

32.8 

32.1 

22.4 

61.2 

57.9 

53.5 

44.3 

44.0 

28.3 

27.1 

27.1 

24.4 

16.6 

0% 20% 40% 60% 80%

あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口

仲間はずれ、いやがらせ、いじめ

不当な扱い、待遇

名誉・信用のき損、侮辱

セクハラを含む各種ハラスメント

プライバシーの侵害

虐待、ＤＶ、暴力、脅迫

本来義務のないことをやらされた、権利

の行使を妨害された

人種・信条・性別・社会的身分等による

差別待遇

ストーカー行為

H25(n=387)

H30(n=446)

R5(n=361)

人権侵害を受けた内容人権侵害を受けた内容 
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⑤  人権侵害を受けた場合の対応 

もし自分が人権侵害を受けた場合の対応は、「身近な人に相談」（73.8％）との回

答が最も高く、次いで、「専門の窓口に相談」（34.0％）、「警察に相談」（30.3％）、

「県や市に相談」（26.0％）、「弁護士に相談」（21.7％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥  人権に関する啓発活動について 

人権問題に関する知識や情報の主たる取得源は「テレビ・ラジオ」（55.0％）、「新

聞」（40.3％）で、平成 25 年及び平成 30 年調査と同様に、マスメディアによる知識

や情報の取得割合が高くなっています。次いで「インターネット」（20.0％）、「学校

における授業」（15.8％）、「講演会・研修会」（14.8％）、「『市報にいがた』などの広

報紙」（14.0％）、の順でした。 

 

第２章 策定にあたって 

73.8 

34.0 

30.3 

26.0 

21.7 

21.4 

15.2 

11.6 

8.0 

5.4 

3.1 

2.7 
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身近な人に相談する

専門の窓口に相談する
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弁護士に相談する

相手に抗議する

学校や職場に相談する

法務局又は人権擁護委員に相談する

有力者に相談する

社会福祉協議会に相談する

その他

ＮＰＯなどの民間団体に相談する

R5(n=941)

どのように対応するか人権侵害を受けた時の対応 

※「ｎ=」は回答者数 

 

対応する

78.4 %

何もしない

21.6 %

n=1,207

人権侵害を受けたら対応するか 
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（３）今後の課題 

新潟市は、これまで人権に関する職員研修や学校教育、社会教育、市民への啓発、

各分野における施策を展開し、職員や市民の人権問題に対する理解と認識が深まる

よう努めてきました。 

令和 5 年調査では「人権侵害を受けたことがある」と回答した人が平成 30 年調

査より若干減少しているが、人権問題は今なお深刻な状況にあります。また、「人権

に対する関心」がある人は 6 割を超えており、平成 30 年及び平成 25 年調査より増

55.4 

48.3 

19.2 
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「市報にいがた」などの広報誌

家族、知人等

本

映画・ビデオ・ＤＶＤ

キャンペーン等のイベント

パンフレットなどの資料

市のホームページ

ＮＰＯなどの民間団体

弁護士会

「にいがた市民大学」や公民館事業

その他
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H25(n=1,421)

H30(n=1,401)

R5(n=1,207)

人権に関する知識や情報の取得源
人権に関する知識や情報の取得源 

※「ｎ=」は回答者数 
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加しています。 

急激な少子高齢化、ドメスティック・バイオレンス※（以下「ＤＶ」という。）、児

童や高齢者の虐待、インターネットの普及など、社会情勢の変化の中で、身近な人

権侵害が表面化し、人権問題はより一層複雑化・多様化しています。また、社会構

造の大きな変化による格差社会の拡がりは、さまざまな人権侵害の背景にある貧困

問題の深刻化をもたらしており、個々の人権問題が複合的な困難を抱えている状況

になっています。 

新潟市の施策を進めるにあたっては、今後もあらゆる計画や施策を人権尊重の視

点を持って推進するとともに、人権への関心の喚起と、人権施策の体系的・総合的

な取組を続けていくことが課題となっています。 
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 第３章 人権教育・啓発の推進に関する基本方針 

 

１ 基本的あり方 

新潟市の人権教育・啓発は、本計画の目的である「一人ひとりの人権が大切にさ

れる新潟」を目指して、「日本国憲法」や「教育基本法」等の国内法、条例や新潟市

総合計画等に即して推進します。 

新潟市は、「人権教育・啓発推進法」が規定する定義（第 2 条）及び基本理念（第

3 条）等を踏まえ、人権教育・啓発の基本的あり方について以下のようにとらえて

います。 

 

「人権教育・啓発推進法」 

＜定義＞ 

人権教育・・・人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動 

人権啓発・・・国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対す

る国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓

発活動（人権教育を除く。） 

＜基本理念＞ 

国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、

職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の

理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の

提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確

保を旨として行われなければならない。 

 

（１）学校、地域、家庭、職域等の連携・協働※と多様な機会の提供 

学校、地域、家庭、職域、行政等は、その担うべき役割を踏まえたうえで、人

権教育・啓発にかかわる活動を相互に連携・協働しながら推進していく必要があ

ります。 

また、今日の人権問題が複雑・多様化する傾向がある中では、多様な人権教育・

啓発の機会を提供し、効果的に推進していく必要があります。 

（２）発達段階を踏まえた効果的な手法 

人権教育・啓発は、幼児から高齢者に至るまで幅広い年齢層を対象とするため、

その活動を効果的に推進していくためには、人権教育・啓発の対象者の発達段階

を踏まえ実施する必要があります。 

（３）市民の自主性の尊重と教育・啓発における中立性の確保 

人権教育・啓発は、市民一人ひとりの人権に関する意識や内面のあり方に密接

にかかわる問題でもあることから、その自主性を尊重し、押し付けにならないよ 

第３章 人権教育・啓発の推進に関する基本方針 
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う、また、異なる意見に対する寛容の精神に立って、自由な意見交換ができる環境

づくりに努める必要があります。 

このような点を踏まえ、行政が行う人権教育・啓発は、主体性や中立性を確保し

なければなりません。 

 

２ 基本的な視点 

 これまでの人権教育・啓発は、一人ひとりが個人の尊厳を自覚し、人権意識を向

上させれば、おのずと人権侵害や差別はなくなり、人権が尊重される社会が実現す

るという前提で進められてきました。しかし、実際のところ人権意識の向上は容易

に達成できるものではなく、社会情勢や社会構造の大きな変化により、人権問題は

一層複雑化・多様化しており、「市民意識調査」の結果からも、新潟市でもさまざ

まな人権侵害や差別事象が起きていることが分かります。 

 これからも人権意識の向上は大切ですが、個人や集団がその置かれた状況に気づ

き、問題を自覚し、自らの生活の調整や改善を図る力を培うことが必要です。また、

人権侵害は誰にでも起こることを自覚し、もし、周囲で人権侵害が起きた場合はこ

れを傍観せず、その被害者を力づける意識が必要です。さらに、人権侵害を生まな

いためにも一人ひとりがお互いを尊重し、認め合い、活かし合うまちづくりが重要

です。 

 そして、人権侵害を社会的な問題として、地域と行政が一体となってその解決に

取り組み、相談から救済までつなげることが重要です。 

 これらの趣旨に沿って、人権教育・啓発に関する施策については、次の 5 つを基

本的な視点としながら推進します。 

 

《「思いやり・やさしさ」から「権利主体性」強調へ》 

《法を理解し使いこなす力(リーガル・リテラシー)を重視する》 

《人権侵害を傍観せず、人権侵害された人々を力づける》 

《多様性(ダイバーシティ)の尊重と 

社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)についての意識を醸成する》 

《人権教育・啓発と人権相談・救済との関連を重視する》 

 

（１）「思いやり・やさしさ」から「権利主体性」強調へ 

人権は、個人の尊厳に基づき、生存と自由を確保し、幸福を追求するために必要

不可欠な権利として憲法によって保障され、条約、法令、判例などを含む社会の共

通ルールである「法」によって具体的に守られています。そのため、人権が侵害さ

れたとき、国・自治体による人権相談・救済や裁判を活用して、失われた人権の回
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復を主張できるのです。この主張は権利の主体（権利の持ち主）として行う正当な

もので、「特異で利己的な自己主張」や「わがまま」ではありません。 

これまでの人権教育・啓発では、人権侵害を受けた人々は「助けなければならな

い、かわいそうな人」であり、こうした人々を生まないため、他者への「思いやり」

や「やさしさ」が強調されてきました。この視点はもちろん重要です。そのうえで、

今後の人権教育・啓発では、誰もが法制度や規範に基づく権利主体としての人権が

保障されることを強調する必要があります。 

 

（２）法を理解し使いこなす力（リーガル・リテラシー）を重視する 

権利の主体として人権に関わる法や制度を使いこなすことで私たちの人権は実

際に守られ、その積み重ねによってその法や制度は実質化します。こうした権利に

ついて広く伝え、学ぶ機会を確保し、市民が自分の権利について認識し、めざめ、

そして行動していける環境づくりが重要です。 

 このため、本計画では、一人ひとりの市民が、年齢に関わりなく、法を理解し使

いこなす力（リーガル・リテラシー）を向上させるという視点を重視します。自分

にどんな権利があるかについて法や制度の存在を知り、その権利を行使するためど

のように手続きすればよいか理解し使いこなす能力を身につけることで、はじめて

自分の人権を守り、実現できるからです。子ども、高齢者、障がい者、ＤＶ被害者

など、人権に関わる法や制度に関する情報を入手しにくい人々にとって、法を理解

し使いこなす力（リーガル・リテラシー）はなくてはならないものといえますので、

情報を提供する工夫が必要です。 

 

（３）人権侵害を傍観せず、人権侵害された人々を力づける 

 多くの人々にとって人権侵害は他人事で、自分には直接関わりないと思われてい

ることが少なくないと考えられます。 

 しかし、人権侵害はその対象となった人の問題であると同時に、社会の問題でも

あります。人権侵害が起きた場合、その対象となった人々を傍観せず、声掛けし、

勇気づけ、人権相談や救済手段の手だてを紹介するなど、人権問題の解決と根絶に

向けて共に考え、行動する地域社会を目指します。 

 

（４）多様性（ダイバーシティ）の尊重と 

社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）についての意識を醸成する 

「差別」を生まない、生みにくい環境を整えるため、国籍や人種、宗教、性別、

年齢、障がいの有無、価値観などにかかわらず、一人ひとりがお互いを尊重し、認

め合い、活かし合う多様性（ダイバーシティ）の尊重や社会的包摂（ソーシャル・

インクルージョン）についての意識を醸成することが必要です。 

第３章 人権教育・啓発の推進に関する基本方針 
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（５）人権教育・啓発と人権相談・救済との関連を重視する 

 これまで人権教育・啓発と人権相談・救済は別個のものと見なされてきました。

しかし、権利主体性を重視する人権教育・啓発にあっては、すべての人々の法を理

解し使いこなす力の向上を重視します。人権が侵害されたとき、どこに行けば人権

相談に応じてもらえるか、どのような救済手段が利用可能か、そのための手続きは

どうすれば良いのかなどは、人権救済にとってとても重要な情報です。こうした情

報を通じて、自分の人権が法や制度によって保障されていることをより深く認識す

ることにより、人権侵害された場合の対応に備えることができます。 

 このように、人権教育・啓発と人権相談・救済は本質的に深く関わっているとい

う視点を重視します。 
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第４章 人権施策の方向 

 

１ さまざまな場・機会における人権教育・啓発の推進等 

（１）市職員に対する人権教育・研修 

すべての市職員は、日常の業務において、また施策の企画・立案、実施、評価に

いたる全施策過程を通じて、憲法の基本理念の一つである基本的人権の尊重を踏ま

えて業務を遂行することが求められています。このため、職員が業務遂行のあらゆ

る場面で、人権について自ら考え、行動できるようにするための研修を行うことが

必要です。 

新潟市では、新任者から管理職まで経験年数や役職に応じた研修を行っています

が、その中で人権尊重の理念にもとづき、上記の趣旨を踏まえた実践的な人権研修

を必須事項として実施しています。そのほか、新潟県人権・同和センターが開催し

ている人権・同和教育啓発推進講座や各分野の研修会、各種講座にも参加していま

す。 

新潟市は、研修などの機会を十分に活用して、すべての職員の間に「人権文化」

が根付くように努力します。また、個人情報を適正に取り扱うために、研修などを

通して、個人情報保護について周知徹底を図ります。そして、その研修内容を具体

的に職務遂行の中で十分に活かすことが必要なことから、人権理念だけでなく職務

遂行との関連を重視して研修を行います。 

職員の業務は、市民の生活・健康・安全・生命・財産を守る業務があり、より高

い人権意識が求められています。人権に関わりの深い教育関係職員や医療・福祉関

係職員、消防職員、戸籍・住民基本台帳関係職員等への人権研修を充実するととも

に、講演会やセミナーへの積極的な参加などさまざまな機会をとらえて教育・啓発

に努めます。また、人権問題につながる情報を日頃から職員向け電子掲示板に載せ

るなど職員啓発を行います。 

「市役所の業務はすべて人権に結びつくこと」、「市の保有する個人情報の漏洩は

人権侵害につながること」などを常に認識して各種行政業務を遂行するとともに、

日常の業務を人権尊重の視点でとらえなおして工夫や改善に努めます。 

 

（２）地域社会における人権教育・啓発の推進 

新潟市に住む人々の日常生活の中に「人権文化」を根付かせ、人間の尊厳が尊重

される地域社会を実現するため、あらゆる市民が暮らしの中にある身近な人権問題

を理解して、家庭や学校、職場、地域において人権尊重の意識を育み、人権意識に

根ざした日常行動が自然にできるような人権教育・啓発を進めていく必要がありま

す。 

このため、人権に関するイベントの市報やホームページへの掲載、啓発ポスター

の掲示や啓発冊子の配布、人権講演会の開催などの啓発機会を一層充実させ、女性

や子ども、高齢者、障がい者など分野別の人権問題はもとより、インターネットに

第４章 人権施策の方向 
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よる人権侵害などについても広報し、市民の間に「人権文化」を育み、定着させる

よう努めます。 

 

（３）学校における人権教育の推進 

学校教育では、確かな学力と豊かな人間性、たくましく生きるための健康・体力

など「生きる力」を備えた子どもの育成が求められています。  

そのため、一人ひとりの子どもが、自他の生命を尊重する心、立場や文化の違う

人たちとも協調し他を思いやる心、美しいものや自然に感動する心など豊かな心の

育成を図るため、副読本「生きる」シリーズ、「子どもの権利条約」パンフレット、

「男女平等教育」パンフレット等を活用した教育を進めています。 

しかし、学校における多様ないじめ問題、家庭内の児童虐待、社会における差別

などのさまざまな人権問題が発生していることから、学校教育において、さらなる

人権教育が必要となっています。 

今後も一層、これまでの取組の充実と推進を図るとともに、副読本やパンフレッ

トなどの活用により小学生、中学生、高校生の各学年に応じた指導内容や指導方法

の充実、指導の系統化を図るための校種間の連携に努めていきます。また、さまざ

まな問題に悩んでいる児童生徒に寄り添い、教師が深く関わりながら解決に向けた

取組を推進します。 

学校における人権教育では、子どもが自分の意見を発表し、他の子どもとともに、

自分の考えで行動できる主体となるという側面を重視します。 

さらに、学校において児童生徒、教職員の間に「人権文化」を育み、定着させる

ため、一人ひとりが人権を持っていて、社会のルールである法で守られていること

を児童生徒に伝え、児童生徒間にいじめや差別などの人権侵害が生じた場合に、こ

れを傍観せず、皆の問題としてとらえるように指導し、児童生徒や保護者に学校外

の人権相談窓口も知らせる取組を実施します。 

また、児童生徒は日々、家庭・学校・地域で過ごしており、学校だけでは解決で

きない問題も多く、人権教育は学校と家庭、地域とともに進めることが必要なこと

から、家庭や地域社会と連携した取組を進めていきます。 

就学前の乳幼児期は人格形成の基礎が培われる極めて重要な時期であり、そして

人権尊重の精神を育むことにとって欠かすことができない重要な時期でもあるこ

とから、保護者をはじめ幼稚園・保育園等の関係職員への人権意識の高揚を図るこ

とが大切です。 

学校関係職員の研修では、学校長・園長等の研修会を開催することにより人権感

覚を磨き、学校における望ましい人権教育、同和教育のあり方を考える機会とする

とともに、外部の専門家や講師を招いた校内研修会などを開催し、教職員の人権意

識を高めるとともに指導力の向上を図ります。 
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（４）社会教育施設における人権教育・啓発の支援 

新潟市では、これまで公民館や図書館などの社会教育施設において人権について

考える講座や講演会等を開催し、市民の人権意識の啓発に取り組んできました。 

市民一人ひとりの人権が尊重され、偏見や差別を生み出さない社会を実現するた

めには、人権にかかる学習機会を提供するなど、市民の学習活動を支援することが

重要となります。 

今後も引き続き、人権にかかる講座や講演会等の開催、学習教材の提供、講師の紹

介や派遣などに努め、地域に密着した人権教育・啓発活動に取り組んでいきます。 

 

（５）民間団体における人権教育・啓発の支援 

 市内には趣味のサークルや自治会・町内会、非営利団体等、特定の共同目的を達

成するための民間団体が多く活動していますが、この中には人権に関係するＮＧＯ
※/ＮＰＯ※の活動もあります。 

 これらの民間団体の目的はそれぞれ異なりますが、各団体は独自の活動のなかで

人権問題解決に向けて自主的な取組をするなど、市民主体の人権活動として重要な

役割を担っています。 

今後は、このような民間団体の自主的な人権尊重への活動が、さらに充実される

よう情報の提供や情報交換の場の設定、団体の紹介などを行い、一人ひとりの人権

が尊重され、「人権文化」を育み、定着される地域社会に向けて、市民と行政との協

働による人権尊重のまちづくりに努めます。 

 

（６）企業における人権教育・啓発の支援 

企業は、公正採用の実施、適正な雇用管理、安全で働きやすい環境の確保をはじ

め、男女共同参画社会の実現、少子高齢化社会への対応、環境への配慮などさまざ

まな社会的役割を担っており、社会を構成する｢企業市民｣としての社会的責任を果

たしていくことが求められています。 

 我が国において、すべての国民は憲法において基本的人権の一つとして職業選択

の自由とともに、就職の機会均等が保障されています。就職の機会均等とは、誰で

も自由に自分の適性や能力に応じて職業を選択することができるということです

が、そのためには雇用する側において公正な採用選考が実施され、採用後において

も適切な人事管理が行われなければなりません。企業には、採用方針や採用基準、

採否の決定など採用の自由が認められていますが、多くの人に働く場を提供する雇

用主として、また、機会均等の確保を図る当事者として、女性、高齢者、障がい者、

外国籍市民などの立場を十分に理解し、基本的人権を尊重した対応が求められます。 

 また、職場では、上司によるパワーハラスメント※や同僚からのいじめなどが発

生している場合もあり、その対応も求められます。 

 新潟市では、「市民意識調査」の結果なども踏まえ、企業において応募者の適性・
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能力のみを基準として行う公正採用の実施、適切な雇用管理、働きやすい職場環境

の整備などが図られるよう、国・県等の行政機関と連携して法制度の周知や人権尊

重の啓発を推進しつつ、企業の主体的な取組を支援していきます。 

 

２ 人権救済のための相談制度の充実等 

社会情勢や社会構造の変化により、人権問題は複雑化・多様化しています。「市

民意識調査」の結果からも、高齢者や障がいのある人、子どもなど、弱い立場にあ

る人への人権侵害や女性に対するＤＶ、ハラスメント※など、深刻な人権問題が日

常的に起こっていることが分かります。そのため、人権教育・啓発を実施するとと

もに、個別の人権侵害の被害者への相談制度の充実が求められています。  

 新潟市では、人権問題をはじめとする総合的相談窓口として 1959(昭和 34)年か

ら「心配ごと相談」、1970(昭和 45)年からは「弁護士による無料法律相談」、2009(平

成 21)年からは「人権擁護委員による特設人権相談」などを開設してきました。 

一方で、相談内容がいじめやＤＶなどの人権問題を含み、複合化、複雑化してい

ることから、次の観点で引き続き相談制度の充実を図っていきます。 

 

（１）各種相談に対応できる相談体制の充実 

 市民からの人権相談は、複雑化・多様化しているため、さまざまな分野の相談に

対応できる相談体制の充実を図ります。 

 市民からの相談に対しては、新潟市の各分野における相談窓口間の情報共有・連

携により適切に対応できるよう、また、必要に応じて、各分野の専門相談窓口、法

務局や弁護士会、警察等関係機関の相談窓口へ導くことができるよう、相談担当者

の資質向上に努めます。 

 

（２）相談窓口の周知 

市民が人権問題について悩みを抱えた場合、どこに相談すればよいかという問題

に直面します。その場合に適切な相談ができるよう、相談窓口の周知を図ります。 

 

（３）関係機関等との連携 

人権課題への対応については、自治体だけでは解決できない課題が多いことや、

相談窓口を広く周知する必要があることから、関係機関、ＮＧＯ/ＮＰＯや関係団体

などとの連携に努めます。 

 

（４）救済制度の充実 

新潟市では、配偶者等からの暴力や不登校・いじめ、子どもの権利侵害からの救

済、犯罪被害者等支援などのさまざまな相談窓口を設けています。人権侵害を受け

ている人の相談を受けとめ、支援を行い、必要な場合には適切に救済が受けられる

仕組みが必要です。関係行政機関や民間団体とも連携し、その充実に努めます。 

第４章 人権施策の方向 
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第５章 分野別人権施策の推進 

  

１ 女性の人権について 

＜現状＞ 

現在も女性であることを理由とした差別や不平等、不利益なことが多くあります。

その根底には性別による固定的な役割分担意識があり、それが一般に女性の生きづ

らさにつながっているとの指摘がなされています。 

1985(昭和 60)年に我が国も批准した「女子差別撤廃条約」では「（男女の）区別

は差別である」と明確に規定し、「社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の

役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要である」としています。    

また、1995(平成 7)年の第 4 回世界女性会議を契機に、ＤＶや性暴力等の「女性

への暴力」が女性への重大な人権侵害であることが確認され、その根絶に向けた動

きが世界的な潮流となっています。 

我が国では、これまでに「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律（男女雇用機会均等法）」、「男女共同参画社会基本法」、そして

2015(平成 27)年には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女

性活躍推進法」という。）」が施行されています。また、「配偶者からの暴力防止及び

被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」が制定され、暴力の被害者は女性だけ

ではないものの、被害者の多くは女性であることから、女性に対するあらゆる暴力

の根絶に向けたさまざまな立法的な措置が講じられています。 

新潟市では、1983(昭和 58)年に婦人問題総合窓口を設置して以来、市民参画のも

と男女平等に関する取組を進めてきました。そして、2005(平成 17)年に「男女の人

権の尊重」、「社会制度・慣行についての配慮」、「政策や方針決定の場への男女共同

参画」、「家庭生活と社会生活の両立」、「男女の健康と権利」、「国際協調」を基本理

念とした「新潟市男女共同参画推進条例」を制定し、条例に基づく行動計画により、

男女共同参画施策を総合的、計画的に推進しています。また、2011(平成 23)年には

「新潟市配偶者等からの暴力防止・被害者支援基本計画」を策定し、翌年、夫・妻、

パートナーからの暴力から被害者を守るため、「新潟市配偶者暴力相談支援センタ

ー」を開設するなど、ＤＶに関する相談から保護・自立まで切れ目のない総合的な

支援を実施してきました。さらに、2018(平成 30)年には、「女性活躍推進法」に基

づく「新潟市女性活躍推進計画」を策定しています。 

令和 5 年調査では、「女性に対する人権侵害だと思うこと」に対し、「男女の固定

的な役割分担意識を押しつけられること」の回答が、平成 30 年調査よりも割合を

伸ばし、回答が約半数を占めるとともに、「職場における男女の待遇の違い」の回答

についても、平成 30 年調査よりも割合が減ったものの、約半数を占めていること

から、依然として男女の固定的な役割分担意識が根強くあることがうかがえます。

また、「セクシュアル・ハラスメント※や性暴力の被害者になること」の回答も、平

成 30 年調査よりも割合が減ったものの 3 割半ばとなっています。また、「女性の人

第５章 分野別人権施策の推進 
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権を守るために必要なこと」の設問では、「働きながら、家事や育児・介護などを両

立できる環境を充実させる」を挙げる人が約 6 割で他の回答を大きく引き離してい

ます。 

＜課題＞ 

男女の人権の尊重と男女共同参画については理解が進む一方、職場をはじめとし

たさまざまな場面において、男女の固定的な役割分担意識に起因する多くの問題が

発生し、社会問題にもなっています。特に、女性差別、ＤＶ、職場等におけるセク

シュアル・ハラスメントなど女性をめぐるさまざまな人権問題の解消は大きな課題

となっています。 

また、国による働き方改革が進められる中、男女が共に働きやすい職場環境の整

備に向けて、ワーク・ライフ・バランス※の意識醸成や啓発をより一層進める必要

があります。 

＜施策の方向性＞ 

職場や家庭、地域などあらゆる場で男女が互いに人権を尊重し、一人ひとりがい

きいきと個性と能力を発揮できる社会の実現を目指し、新潟市男女共同参画推進セ

ンター「アルザにいがた」を拠点に、講座の開催や情報の収集･提供、また情報紙に

よる啓発活動に取り組むほか、男女共に希望に応じた多様な働き方を通して仕事と

家庭生活を両立できる環境整備を推進します。 

また、増加するＤＶ相談には各種相談機関が連携し支援を行うほか、早期に適切

な支援が受けられるようＤＶ相談窓口の周知を図ります。加えて、ＤＶやデートＤ

Ｖを未然に防ぐため、これらが重大な人権侵害であることについての若年層への啓

発をより一層充実させ、ＤＶを容認しない社会づくりを推進します。 
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２ 子どもの人権について 

＜現状＞ 

「児童の権利に関する条約」は、1989(平成元)年に国連において採択され、我が

国は 1994(平成 6)年にこれを批准しました。しかし、核家族化や少子化による家族

規模の縮小、地域のつながりの希薄化による子育て家庭の孤立感の増大や経済的困

窮等を背景に、児童虐待の相談件数が全国的に増加しているほか、いじめ、不登校
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「男は仕事、女は家庭」「女だから○○

すべき」といった男女の固定的な役割分

担意識を押しつけられること

就職時の採用条件、仕事の内容、昇給昇

進(しょうしん)における男女差など、職

場における男女の待遇の違い

職場や地域、学校などにおけるセクシュ

アル・ハラスメント(性的いやがらせ）

や性暴力の被害者になること

結婚や妊娠、出産、不妊などについて干

渉されること

夫や恋人など親しい関係にある相手から

の暴力（なぐる、暴言、行動の制限、生

活費を渡さない、性行為の強要など）
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女性に対する人権侵害だと思うこと
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女性に対する人権侵害だと思うこと 
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等が社会問題化するなど、子どもを取り巻く環境は一層厳しいものになっています。 

国においては、2023（令和 5）年度より、こども基本法を施行しています。同法

は、日本国憲法及び子どもの権利条約の精神に則り、全てのこどもが将来にわたっ

て幸福な生活を送ることができる社会を目指し、こども政策を総合的に推進してい

くことを目的としており、続く同年 12 月には、こども大綱、こども未来戦略を策定

し、すべての人がこどもや子育て中の方々を応援するといった「こどもまんなか社

会」の実現に向けた取組を推進しています。 

本市においては、子どもが有する固有の権利を明らかにするとともに、これを守

る大人の責務や役割を明確にすることにより、全ての子どもが豊かな子ども期を過

ごすことができるまちづくりを進めるため、2022（令和 4）年度から「新潟市子ど

も条例」を施行しています。 

また、2024（令和 6）年度には、国が策定したこども大綱を踏まえ、新潟市こども

計画を策定しています。同計画では、①ライフステージを通して、一人ひとりの子

どもの「最善の利益」を第一に考え、②こども・若者の状況に応じた必要な支援を

切れ目なく行い、③子育てに関わる全ての人々を支えることを施策方針として、こ

れからのこども・子育て施策の方向性を定め、各施策を進めていくこととしていま

す。 

このような取組を着実に推進していくことにより、子どもは一人ひとりがかけが

えのない価値と尊厳をもった人間であり、子どもにとって権利とは、人間として

の尊厳をもって自己実現し、自分らしく生きていくために必要不可欠なものであ

るとの理解が広がっていくものと考えます。また、子どもはその権利が守られ、

最善の利益を保障されるなかで、豊かな子ども期を経て成長することができると

考えられ、子ども自身が権利について学ぶことや行使することを通じて、子ども

は権利についての認識を深め、権利を実現する力や他の者の権利を尊重する力を

身につけることができるといえます。 

 令和 5 年度調査では、「日本の社会には、人権に関わる課題がいろいろあります

が、あなたは、どの人権に関心がありますか」に対し、「子どもに対する人権」との

回答が約 4.5 割となり、市民の関心の高さが表れています。また、「子どもに対する

人権侵害だと思うこと」に対し、「子ども同士の暴力、仲間はずれ、無視などのい

じめ」、「親・同居者・親族による虐待」の回答がそれぞれ 5 割、「親・同居者の

しつけと称する体罰」、「いじめを見て見ぬふりをする」の回答が約 3 割となって

います。「子どもの人権を守るために必要なこと」に対しては、平成 30 年度調査と

比べると、「予防・解決・救済策の充実」は変わらず 4 割前後、「相談・支援体制の

充実」「子どものための相談・支援体制を充実させる」の回答率が減少して、それぞ

れ 4 割前後から 3 割となり、「教職員や保育従事者、指導者等の人権意識の向上」

の回答率が 2 割から 3 割に増加しています。 
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なお、令和 5 年度の調査から新たに加わった「新潟市子ども条例」の認知度につ

いては、「内容まで知っている」「知っている（聞いたことがある）」を合わせて約 3

割であり、周知がまだ十分ではないことが伺えます。 

＜課題＞ 

子どもの人権を守るためには、子どもの権利について、権利の主体である子ども

はもちろん、これを守り尊重するため、おとなへの周知・啓発が必要不可欠です。

子どもを一人の人間として尊重するとともに、複雑化、多様化する子どもが抱える

問題の背景をしっかりととらえ、社会全体が子どもの権利や子ども条例を理解し、

一体となって解決に取り組むことが大切です。 

児童虐待は子どもの人権を著しく侵害し、子どもの心身の成長及び人格の形成に

重大な影響をあたえることから、早期対応のみならず予防の段階での取組が重要で

す。 

また、里親や児童養護施設をはじめとした社会的養護を必要とする子どもや、ひ

とり親家庭の子どものほか、ヤングケアラーなど、困難な状況にある子どもは、さ

まざまな課題を抱えていることが多いことから、一人ひとりに寄り添った支援をし

ていくための体制、環境づくりが重要です。 

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心

身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身

体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。 

また、子どもが不審者から被害を受ける事案が発生しており、心と身体に傷を負

うだけでなく、生命を脅かす危険な状態になることから、子どもを守る活動の推進

が必要です。 

＜施策の方向性＞ 

新潟市では、2023（令和 5）年度から、子ども条例に基づき策定された子どもの権

利推進計画を施行し、この計画に基づき、Ⅰ子どもの権利の普及・啓発と学習機会

の確保、Ⅱ一人で悩まず相談できる体制づくりと権利の救済、Ⅲ自由に意見を表明

し社会に参加するしくみづくり、といった柱を基本としながら、様々な取組を進め

ています。そして、2024（令和 6）年 8 月には、子どもの権利侵害に係る相談に対

応し、権利の救済を図るための新しい相談窓口として「子どもの権利相談室（愛称：

こころのレスキュー隊）」を開設しました。また、施設入所や里親委託等の措置の

決定・変更・解除等に際して、児童相談所が子ども本人から意見を聴取し、子ども

の意向を十分勘案した上で組織として支援方法を決定するほか、児童相談所から独

立した意見表明支援員が定期的に一時保護施設や児童養護施設を訪問し、子どもの

意見表明支援する取り組みを令和 6 年度から開始しました。このように子どもの権

利を尊重する環境が整いつつあるなか、これらの取組をさらに推進していくことに

より、すべての子どもが豊かな子ども期を過ごすまちづくりを目指していきます。 
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また、子どもの人権を侵害し、心身の成長及び人格形成に重大な影響を与える児

童虐待については、「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施し、

市民への広報啓発を行うほか、児童虐待防止ネットワークの強化を図り、子どもを

取り巻くすべての人々と連携した支援体制のもとで発生予防・早期発見・早期対応

に努めます。 

ヤングケアラーへの支援として、ヤングケアラーコーディネーターを配置し、子

ども自身や保護者・支援者などのヤングケアラーへの理解促進を図るとともに当事

者である子どものいる世帯を適切なサービスにつなぐように努めます。 

いじめについては、「いじめ防止対策推進法」、「いじめの防止等のための基本

的な方針」に基づくいじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの対処のための対

策を総合的かつ組織的に推進するための「新潟市いじめの防止等のための基本的な

方針」を内容の充実を図り、実効性をより高めるため、2017(平成 29)年に見直しを

行いました。また、2018(平成 30)年には、「いじめ・不登校の初期対応ガイドブッ

ク」を作成（2022(令和 4)年、2023(令和 5)年に一部改訂）し、市内全教職員による

初期対応の充実を図っています。さらに、2023(令和 5)年には、「いじめ未然防止

に向けた教育プログラム」を作成し、各校の学級活動・道徳の授業において実施さ

れている。いじめは、どの児童生徒にも起こりうる、深刻な人権侵害であることを

認識し、児童生徒が互いに認め合い、支え合い、高め合う人間関係を築くことがで

きるよう、学校、保護者、地域が互いに信頼関係を構築し、それぞれの役割を自覚

して、いじめのない社会の実現に向けて取り組みます。 

また、「新潟市いじめＳＯＳ」などの電話相談体制の整備や、「スクールカウンセ

ラー※」の全市立中学校配置、学校における生徒指導体制や教育相談体制の整備を

図るとともに、関係者や関係機関が連携して対応できるように、各中学校区単位で

連絡協議会の開催を実施しています。不審者から子どもを守る活動の推進について

は「子ども見守り隊」をはじめとした保護者や地域住民との連携、警察及び「スク

ールガードリーダー」や関係機関との連携、不審者情報のメール配信などを進め、

より迅速・正確な連絡体制の確立に努めます。 

さらに、子どもや家庭が抱える背景が多様化・複雑化するなか、児童虐待などに

より家庭での適切な養育を受けられない子どもが増加しており、社会全体で公的責

任をもって養育し、保護する必要があることから、より家庭的な養育環境において

安定した愛着関係を育み、親子関係の再構築に向けた支援を行うため、里親等の家

庭的養育を優先するとともに、施設養育においては小規模化・地域分散化・高機能

化を進めるなど、社会的養護の充実を目指します。 
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３ 高齢者の人権について 

＜現状＞ 

団塊の世代が高齢者となり、今後、さらなる高齢化の進展に伴い、介護などの福

祉サービスを必要とする高齢者がさらに増加することが予想されることから、今後

も一層の高齢者施策を推進するとともに、一人ひとりの人権が尊重され、高齢者も

差別を受けることなくいきいきと自立した生活を営み、お互いに支え合って暮らせ

る社会の実現を目指して取組を推進していくことが求められています。 
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0% 20% 40% 60%

子ども同士の暴力、仲間はずれ、無視などのいじ

め（インターネットやＬＩＮＥ、Ｘ（旧Ｔｗｉｔ

ｔｅｒ）などのＳＮＳ上の書き込みも含む）を受

けること

親・同居者・親族による虐待（身体的・育児放

棄・心理的・性的）

いじめをしている人や、いじめられている人を見

て見ぬふりをすること

親・同居者のしつけと称する体罰

教職員や保育従事者、指導者等の体罰や不適切な

言動があること

子どもの意見を無視したり、大人の考えを押しつ

けたりすること

ヤングケアラーとして、日常的に家事や家族の世

話をさせられていること

性的犯罪の被害者になること（グルーミング含

む）

児童買春、児童ポルノなどの対象となること（グ

ルーミング含む）

過剰な校則などによる規制

その他

特にない

わからない

H25(n=1,437)

H30(n=1,443)

R5(n=1,201)

子どもに対する人権侵害だと思うこと

※「ｎ=」は回答者数 
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新潟市では、介護保険制度が施行された 2000(平成 12)年より「新潟市高齢者保

健福祉計画・介護保険事業計画」を 3 年ごとに改訂し、高齢者が、住み慣れた地域

で健康で生きがいを持ち、いつまでもいきいきとした生活ができるよう、支え合い

による生活支援や疾病・介護予防を推進するとともに、介護サービス基盤の整備・

充実を図り、自分らしく安心して暮らせる健康長寿のまちを目指してきました。 

しかし、高齢化の進展が一層深刻化するにつれ、認知症高齢者の増加や、家庭や

施設内で暴力や心理的被害・経済的被害を受けるなどの高齢者虐待が社会問題化し

ています。高齢者への虐待は発生するケースに複雑な家庭事情なども絡むことが多

いために表面化しづらく、これまで家庭や施設内の問題として見過ごされてきまし

た。 

このような中、2006(平成 18)年には、高齢者の尊厳の保持にとって、高齢者に対

する虐待を防止することが極めて重要であることから「高齢者虐待の防止、高齢者

の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）」が制定され、虐待の防

止や虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支援について定められ、高齢者虐

待に対応できる体制の整備が進められています。新潟市においても、2007(平成 19)

年度に「新潟市高齢者虐待防止マニュアル」を策定し、2012(平成 24)年度、2019(令

和元)年度にそれぞれ内容や報告様式などを改訂し、より適切な対応ができるよう

周知・体制づくりの整備を進めています。 

令和 5 年調査では、「高齢者に対する人権侵害だと思うこと」に対し、「経済的自

立が困難」、「悪徳商法や特殊詐欺の被害者が多いこと」、「働ける場所や能力を発

揮する機会が少ない」、「身寄りがなく必要な医療や介護が受けられない」の回答が

それぞれ 3 割前後となっています。また、「高齢者の人権を守るために必要なこと」

については、「自立して生活できる環境」、「高齢者も利用しやすい公共施設や交通機

関の整備」、「地域における見守り・支援体制の充実」の回答が 3 割を超えています。 

＜課題＞ 

経済的自立を図るため、高齢者が働ける場所や能力を発揮できる環境の確保が求

められています。また、高齢者をさまざまな消費者被害から守るため、さらなる相

談・支援体制の充実が求められています。さらに、認知症高齢者の増加に対する対

策も求められています。 

＜施策の方向性＞ 

高齢者が差別されることなく、働ける場所が確保され、かつ能力が発揮でき、経

済的に自立できる社会の実現を目指します。 

また、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増えることにより、高齢者の

孤独死や自殺、高齢者の 3 つの大きな不安である「健康」、「お金」、「孤独」を

きっかけとした消費者トラブルが増加していることから、今後も高齢者世代同士も

含めたすべての世代が支え合い、高齢者自身も自らの人権を認識し、自立した生活
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が継続できるよう、豊かな長寿社会の実現を目指します。 

さらに、高齢者の人権を尊重し、虐待などの人権侵害を未然に防ぐためには、行

政だけでなく介護・福祉サービス事業者等や市民と関係機関が相互連携した早期発

見・対応が重要であり、人権意識がさらに根づくよう関係者への研修の充実や相談

体制の整備・連携の強化に努めていきます。 

認知症施策の推進については、理解を深めるための普及・啓発等、さまざまな施

策を展開することにより、認知症になっても住み慣れた地域で尊厳を保ち、安心し

て暮らし続けられる地域づくりを目指します。 
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17.9 
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32.1 
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17.1 

12.6 

10.3 

8.9 
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0% 20% 40% 60%

経済的な困窮によって、自立が困難なこと

悪徳商法や特殊詐欺の被害者が多いこと

働ける場所や能力を発揮する場所が少ないこと

身寄りがいないことで、必要な医療や介護が受け

られないこと

高齢者が利用しにくい公共施設や交通機関がある

こと

病院や高齢者施設において、劣悪な処遇や虐待を

受けること

地域や家庭内において、邪魔者扱いされたり孤立

したりすること

認知症などによって、自由に権利や財産を行使で

きなくなること

認知症などによって、高齢者の意見や行動が尊重

されないこと

家庭内において、劣悪な処遇や虐待を受けること

その他

特にない

わからない

H25(n=1,448)

H30(n=1,446)

R5(n=1,207)

高齢者に対する人権侵害だと思うこと

※「ｎ=」は回答者数 

 

高齢者に対する人権侵害だと思うこと 
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４ 障がい者の人権について 

＜現状＞ 

 障がい者（身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病、その他の心身の機能

の障がいがあり、その障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活

に相当な制限を受ける状態にある者）に関する法制度は大きく変化しており、障が

い者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進す

ることを目的とした「障害者の権利に関する条約（以下「障害者権利条約」という。）」

が 2006(平成 18)年に国連総会において採択されてから、我が国は条約を締結する

ため、労働・教育・福祉などさまざまな国内法の整備を行いました。 

 2011(平成 23)年には、障がいの有無に関わらず人格や個性を尊重しあう共生社会

の実現や合理的配慮※について定めることなどを目指して「障害者基本法」が改正

されるとともに、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

（障害者虐待防止法）」が制定されました。2012(平成 24)年には「国等による障害

者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」

と「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（制定時は「障

害者自立支援法」、2012(平成 24)年改正で「障害者総合支援法」）が制定され、「共

生社会の形成に向けたインクルーシブ教育※システムの構築のための特別支援教育

の推進（報告）」がまとめられました。 

また、2013(平成 25)年には「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促

進法）」が改正されるとともに、「障害者差別解消法」が制定されました。 

さらに、2018(平成 30)年には「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（障

害者文化芸術推進法）」が施行され、障がい者が個性や能力を発揮し、社会に積極

的に参加できる機会の創出に向けた動きが盛んになっています。 

加えて、2019(平成 31)年 4 月に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に

対する一時金の支給等に関する法律（旧優生保護法一時金支給法）」が施行され、そ

の前文で、旧優生保護法の下、障がいを有すること等を理由に生殖を不能にする手

術等を強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきた方々へのおわびと、共生社会実現

への決意が述べられています。 

新潟市では、2007(平成 19)年に「新潟市障がい者計画」、2012(平成 24)年に「第

2 次新潟市障がい者計画」、2015(平成 27)年に「第 3 次新潟市障がい者計画」、2021

（令和３年）に「第４次新潟市障がい者計画」を策定し、さらに 2016(平成 28)年に

は「新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例（以下「共生条例」

という。）」を施行し、障がいの有無にかかわらず、すべての市民が互いに人格と個

性を尊重し合いながら、安心して暮らすことのできる共生社会を目指して障がい者

施策を推進しています。 

令和 5 年調査では、「日本の社会には、人権に関わる課題がいろいろありますが、 
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あなたは、どの人権に関心がありますか」に対し、「障がい者に対する人権」との回

答が 5 割を超え、市民の関心の高さが表れています。また、「障がい者に対する人権

侵害だと思うこと」に対し、平成 25 年、30 年の調査と同様に「働ける場所や機会

が少なく不利益な条件も多い」、「理解が不十分である」と回答した割合が高く、5 割

程度を占めています。また、「障がい者の人権を守るために必要なこと」に対しては、

「相談・支援体制の充実」、「就業機会の確保」の回答がいずれも 4 割近くとなって

います。障がい者への就労支援と、市民への理解の促進に係る部分について課題が

あると考える方が多いことが分かりました。 

＜課題＞ 

 「共生条例」が施行後 8 年経過しましたが、市内で行った街頭アンケートによれ

ば、その認知度は 36.3％と低く、認知度の向上が喫緊の課題となっています。「共

生条例」の趣旨等を知らないということは、「共生条例」が禁止している障がいを理

由とした不利益な取り扱いや合理的配慮を行わないなどの差別を認識できないこ

とにつながる可能性があります。また、差別相談専門窓口による早期のアプローチ

が行えず、事態が深刻化する可能性もあります。そうした事態を防ぐために、「共生

条例」の趣旨や内容、障がい者差別相談の専門窓口の存在について、一人でも多く

の市民に知っていただく必要があります。 

＜施策の方向性＞ 

我が国では「障害者権利条約」を批准し、障がい者の権利に関する各種の法整備

により、障がいを理由とする差別の解消などが進んでいますが、社会全体の課題と

して共生社会づくりに取り組んでいく必要があります。市内 4 ケ所に設けた基幹相

談支援センターと連携して差別解消に向けて取り組むと同時に、障がい福祉に従来

関わりのなかった市民に対する理解の促進事業も積極的に推進していきます。 

就業機会の確保や雇用の促進については、障がい者就労施設等からの物品等の調

達の推進を図るための市の方針に基づき、障がい者就労施設等からの受注機会及

び民間企業における雇用や就職機会の拡大を図ります。 

また、障がい者就業支援センターにおいて、就労を希望する障がいのある人の相

談から就職後の定着支援まで一貫した支援を実施し、雇用率の向上を目指します。 

今後も「障害者権利条約」や「共生条例」の趣旨にかんがみ、障がいのある人

の人格及び人権が尊重され、社会的障壁のない「共に生きる社会」の実現を目指

し、施策の充実に努めます。 
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0% 20% 40% 60%

働ける場所や機会が少なく、あっても不利益な場

合が多いこと

障がい者に対する人々の理解が不十分であること

差別的・侮辱的な言動をされること

障がいのある人もない人も共に学ぶ場、体制が整

備されていないこと

障がい者が利用しにくい公共施設や交通機関があ

ること

保育園や学校に希望どおり受け入れてもらえない

こと

アパート等への入居が困難なこと

意見や行動が尊重されないこと

悪徳商法や特殊詐欺の被害者が多いこと

地域活動（スポーツ、文化活動）などへ気軽に参

加できないこと

自由に権利や財産を行使できないこと

結婚や妊娠について、周囲から反対されること

その他

特にない

わからない

H25(n=1,440)

H30(n=1,447)

R5(n=1,200)

障がい者に対する人権侵害だと思うこと

※「ｎ=」は回答者数 

 

障がい者に対する人権侵害だと思うこと 
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５ 同和問題について 

＜現状＞ 

同和問題は、我が国固有の人権問題で、歴史的発展の過程で形づくられた身分差

別により、日本国民の一部の人々がいちじるしく基本的人権を侵害され、市民的権

利と自由を完全に保障されていないという重大な人権問題です。1965(昭和 40)年の

「同和対策審議会」において、同和問題の早急な解決は国の責務であり国民的課題

であるとされ、1969(昭和 44)年の「同和対策事業特別措置法」以来、同和対策の特

別措置法が 2002(平成 14)年 3 月末に失効するまでの 33 年間、同和問題解決に向け

た取組が全国で実施されました。2016(平成 28)年には、部落差別は許されないもの

であるとの認識のもと、部落差別のない社会の実現を目的とした「部落差別解消推

進法」が施行され、現在もなお部落問題が存在し、情報化の進展に伴って部落差別

に関する状況の変化が生じていることを指摘するとともに、地方公共団体は地域の

実情に応じた施策の実施に努めることとしています。 

しかし、「被差別部落」に対する偏見や差別意識は根強いものがあり、1975(昭和

50)年には、全国の同和地区の所在地や戸数、主な職業などが記載されている「部落

地名総鑑」が企業や興信所などに売買され、就職者や婚約者の身元調査に使用され

ていたことが発覚し、大きな社会問題になりました。 

そのほかにも、2005(平成 17)年には、行政書士や司法書士による戸籍謄本などの

不正取得が発覚し、部落差別の原因となる身元調査に使われたことが大きな社会問

題になり、新潟市でもこうした戸籍謄本などの不正取得があったことが分かりまし

た。このようなことから、戸籍謄本などの不正取得を抑止することを目的とした「本

人通知制度※」が全国に広がり、新潟市は、2018(平成 30)年に同制度を導入してい

ます。 

新潟市で発生した事件としては、1985(昭和 60)年に市立高校で教師から部落差別

を助長する発言があったとして問題になり、これを新潟市における同和対策の遅れ

を示す事件ととらえ、市教育委員会は教職員の同和教育研修などに努めてきました。 

しかし、市郷土資料館で開催した 1989(平成元)年の「新潟の歴史を語る資料 100

選展」、1991(平成 3)年の「昔の新潟を語る地図・写真展」で被差別地区の特定につ

ながる古絵図を何の説明も加えないままで展示し、さらに新潟市のパンフレットな

どにも何度もこの古絵図を利用していました。このことは同和問題に関する市民へ

の啓発活動がされていない状況にあっては、差別の拡散や助長につながることから、

同和問題に対する認識が不足していたとして 1993(平成 5)年に「新潟市同和対策基

本方針」を定め、「同和対策連絡調整会議」を設置しました。また、本計画に基づく

人権教育・啓発施策を推進するため、2009(平成 21)年に全庁的に組織する「新潟市

人権教育・啓発庁内推進会議（以下「庁内推進会議」という。）」を設置しました。

しかし、同年に「奨学金募集要項申請書」の中に人権に配慮を欠く記載欄があった
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ため、募集要項を訂正のうえ配布済み関係書類の差し替えと回収を行い、併せて、

全庁の申請書類の確認を行いました。今後も継続して確認を続け、不必要な記載欄

をなくすように努めています。 

また、2011(平成 23)年に、市立学校長を会長とする「新潟市同和教育研究協議会」

が結成されたことから、同協議会と連携・協働して、部落差別をはじめとするあら

ゆる差別をなくし、真に人権尊重の社会を実現するために、同和教育に関する研修、

啓発及び実践を推進しているほか、2023（令和 5）年に、新潟市人権教育・同和教

育推進委員会を立ち上げ、児童生徒一人ひとりに鋭い人権感覚を育む教育を推進す

るため、新潟市教職員の人権教育、同和教育に係る意識の向上を目指しています。 

令和 5 年調査では、「日本の社会には、人権に関わる課題がいろいろありますが、

あなたは、どの人権に関心がありますか」に対し、平成 30 年調査よりも、「同和地

区（被差別部落）出身者に対する人権」との回答が 2.7 ポイント増加したものの、

未だ 1 割台と市民の関心が低く、2016(平成 28)年に施行された「部落差別解消推進

法」に対する認知度も「名前だけ知っている」を入れても、平成 30 年調査よりも約

2 ポイント増加しているものの、3 割台に留まる結果でした。一方、第三者による身

元調査については 9 割近くが「すべきでない」とし、「日ごろ、親しく付き合って

いる人が同和地区の人であることがわかった場合」についても 9 割の人が「これま

でと同じように付き合う」と回答しています。また、「同和問題を解決するために必

要なこと」に対し、平成 30 年調査と同様に「市民一人ひとりが正しい理解を深める

ように努力する」の回答が 4 割台であるとともに、「学校や地域における同和教育」

の回答が 4 割あり、引き続き人権教育・同和教育の推進が必要と考えられます。「同

和問題を知ったきっかけ」に対し、学校の授業で教わった割合は 10 歳代、20 歳代

の若い年代で高い数値を示しており、加えて「現在の同和問題の状況」では「ある

と思う」とする回答が 10 代においてもっとも高い数値であることから、学校同和

教育が同和問題を知る大きなきっかけになっていることがうかがわれ、今後とも学

校での同和教育の重要性を示しています。 

＜課題＞ 

同和問題については、知らない世代が増えたことから、放っておけば忘れられる

「寝た子を起こすな」という考え方が根強くありますが、同和問題の解決には、こ

うした認識の解消が必要であり、そのためには厳しい差別の現実に深く学び、そこ

から被差別者の痛みや悲しみを共有し、「差別を許さない」とする共感と連帯の輪を

これからも広げていく必要があります。 

また、情報化の進展に伴い、インターネット上の差別的書き込み等の問題も発生

しています。 

＜施策の方向性＞ 

同和問題に関する誤った認識や偏見をなくすためには、市民の同和問題に対する

第５章 分野別人権施策の推進 
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正しい理解と認識を深めることが何より重要なことから、市職員や教職員への研修

の充実に努め、人権問題や同和問題に対する職員の意識向上を図るとともに、人権

に関わる関係機関や関係団体等と連携・協働して人権教育・啓発に取り組み、学校

での同和教育や市民の人権意識啓発に努めます。 

また、インターネット上の人権侵害の事実の早期発見に努め、それを確認した場

合または相談を受けた場合は、法務局や警察などと連携を図りながら対応します。 
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部落差別の解消の推進に関する法律

（部落差別解消推進法）

（n=1418）

内容をよく知っている ある程度内容を知っている 名前だけ知っている 知らない

※「ｎ=」は回答者数 

 

「部落差別解消推進法」の認知度 

（n＝1170） 
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６ 外国籍市民等※の人権について 

＜現状＞ 

現在、新潟市には 6,728 人（2024(令和 6)年 8 月末日現在）の外国籍市民が暮ら

しており、全人口に占める構成比は約 0.9％となっています。また、日本国籍であ

っても、両親のいずれかが外国籍である子や海外からの帰国者、日本国籍取得者な

ど、外国につながりがある多様な文化的背景を持つ人々が暮らしています。 

国では、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に属する技能を有

する外国人の受け入れを図るための「出入国管理及び難民認定法（入管法）」を改正

し、2019(平成 31)年に施行しています。あわせて、「外国人材の受入れ・共生のた

めの総合的対応策」や「外国人との共生社会実現に向けたロードマップを策定し、

新たな外国人材受入れに伴う生活者としての外国人の支援が図られています。また、

外国人材受け入れを拡大する新制度の開始に伴い、「日本語教育の推進に関する法

律」が制定され、国や自治体には、国内で暮らす外国人などへの日本語教育を推進

することが責務とされました。 

また、2016(平成 28)年には「ヘイトスピーチ解消法」が施行されています。これ

は、日本に居住している外国出身者やその子孫に対する差別意識を助長・誘発し、

地域社会から排除することを扇動するような言動の解消を目的としています。 

新潟市では、増加する外国籍市民等との共生社会推進に全庁的に取り組むため、

令和 6 年 8 月に「新潟市外国人との共生社会推進本部」を設置しました。推進本部

を中心として、組織横断的に外国人にも暮らしやすい環境づくりに取り組み、外国

籍市民等との共生社会を推進していきます。 

 令和 5 年調査では、「外国籍市民等に対する人権侵害だと思うこと」に対し、平成

30 年調査と同様に「外国語で対応できる行政相談窓口や病院・施設が少ないこと」、

「働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと」、「生活に必要な情報の提供や説

明が不十分であること」の回答がそれぞれ 3 割近くを占めました「外国籍市民等の

人権を守るために必要なこと」に対しては、「外国語による相談の場を増やす」の回

答が 4 割となっています。「相互理解と交流を深める」の回答は 3 割ありますが、

平成 30 年調査、平成 25 年調査よりも急速に減っています。「ヘイトスピーチ解消

法」についての認知度は、「内容をよく知っている」と「ある程度内容を知っている」

を合わせて 1 割にとどまっています。 

＜課題＞ 

 外国につながりがある多様な文化的背景を持つ市民の中には、言葉や文化、生活

習慣の違いなどから、生活に不便をきたしたり、行政サービスを受ける機会を逃す

ケースが見受けられたり、近隣や地域の人とのふれあいや理解を深める機会が少な

く、社会の中で孤立する場合があります。 

 また、「ヘイトスピーチ解消法」については、その認知度を高める必要があります。 

第５章 分野別人権施策の推進 
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＜施策の方向性＞ 

 国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築

こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていく「多文化共生社会」 の実

現に向け、公益財団法人新潟市国際交流協会や民間団体との連携のもと、文化や生

活習慣の違いを理解する国際理解事業を通じて、多様な文化に対する市民の理解を

広げるとともに、やさしい日本語や外国語による情報提供、相談体制の充実、日本

語講座の開催などを実施し、困難な状況に直面している人々への支援を図り、外国

籍市民等が地域社会の一員として安心して暮らせるまちづくりを目指します。 

 また、多様性（ダイバーシティ）の尊重や社会的包摂（ソーシャル・インクルー

ジョン）についての意識を醸成するとともに、「ヘイトスピーチ解消法」の認知度を

高めるよう市民啓発に取り組みます。 
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７ ＨＩＶ※感染者等の人権について 

（１） ＨＩＶ感染者等 

＜現状＞ 

医療技術の進歩や医療体制の整備が進んでいる一方で、ＨＩＶ／エイズに関し、

正しい知識と理解が十分に普及しているとはいえません。そのため、エイズ患者・

ＨＩＶ感染者等への差別や偏見は依然として残っています。ＨＩＶは感染力が非常

に弱く、感染しても、すぐにエイズを発症するわけではありません。また、早期発

見と治療をすることで、エイズの発症を遅らせたり、治療効果を高めたりすること

が可能となっています。世界レベルでＨＩＶ/エイズのまん延防止とエイズ患者・Ｈ

ＩＶ感染者に対する差別・偏見の解消を目的に、世界保健機関（ＷＨＯ）が世界エ

イズデーを制定し、世界各国でエイズに関する啓発活動を行っています。 

我が国の新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数は、2013（平成 25）年をピークに、

徐々に減少し、現在では年間 1000 件を下回っています。しかし、エイズを発症した

状態での報告例が約３割であり、現在でも社会全体で総合的なエイズ対策を実施し

ていくため、エイズ予防指針に基づき効果的な普及啓発や発生動向調査の強化など

を推進しています。 

エイズ患者・ＨＩＶ感染者等に対する偏見や差別の解消のため、世界エイズデー

関連行事、学校等での健康教育や保健所で実施している無料匿名のＨＩＶ/エイズ

相談・検査等を通じて、人権に配慮した正しい知識の普及・啓発活動の推進を図っ

ています。 

令和 5 年調査では「ＨＩＶ感染者等に対する人権侵害だと思うこと」に対し、「わ

からない」が約 5 割と最も多く、平成 30 年調査に比べても回答率が増えました。

また、「ＨＩＶ感染者等の人権を守るために必要なこと」に対し、回答率は減少した

ものの、「医療体制やカウンセリング体制の充実」、「正しい知識を義務教育の中でも

教育する」との回答が 4 割を超えています。 

＜課題＞ 

エイズ患者・ＨＩＶ感染者等への差別や偏見を解消する必要があります。 

＜施策の方向性＞ 

今後ともエイズ患者・ＨＩＶ感染者等に対する偏見や差別の解消のため、世界エ

イズデー関連行事、中学・高校等の健康教育や保健所で実施している無料匿名のＨ

ＩＶ/エイズ相談・検査等、さまざまな機会を通じて人権に配慮した正しい知識の普

及・啓発活動の推進を図ります。 
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（２） ハンセン病※患者等 

＜現状＞ 

ハンセン病は、病原性の弱い「らい菌」による感染症であり、万一、発病しても

適切な治療で完治することができます。しかし、過去には恐ろしい病気として、患

者を強制隔離するという政策が行われたことがありました。この従前の政策などが

患者等に対する偏見や差別を招き、誤った認識がなかなか改められませんでした。

2003(平成 15)年には熊本県内のホテルが「他の利用客に迷惑がかかる」としてハン

セン病元患者の宿泊を拒否する差別問題が起きるなど、今なお社会に存在する偏見

や差別意識がハンセン病患者等に苦痛や苦難を与え、社会復帰を妨げる原因となっ

ています。 

＜課題＞ 

 患者・元患者・家族等への差別や偏見を解消する必要があります。 

＜施策の方向性＞ 

今後とも県や関係団体が実施するハンセン病療養所訪問事業に職員を派遣し、過

去に行われた施策を学ぶとともに、パネル展等の事業に協力するなど、人権に配慮

した正しい知識の普及・啓発活動の推進に努めます。 
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８ 新潟水俣病をめぐる人権について 

＜現状＞ 

新潟水俣病は、阿賀野川への工場排水に含まれていたメチル水銀が川魚の体内に

濃縮蓄積され、それを流域の住民が食べ、体内に取り込まれたことによって起きた

公害です。 

この新潟水俣病は、流域住民に健康被害をもたらしただけでなく、被害者やその

家族に対し、病気を理由とした偏見や差別を生み、地域社会にも深刻な問題をもた

らしました。認定申請や裁判を巡っても「金銭（補償金）目的」、「ニセ患者」、「補

償金で水俣御殿を建てた」などと中傷されたり、ねたまれることがあり、精神的に

も深く傷つけられました。 

2013(平成 25)年、熊本市及び水俣市で約 140 か国が出席した外交会議及びその準

備会合が開催され、「水銀に関する水俣条約」が全会一致で採択され、2017(平成 29)

年に発効しました。それに伴い、我が国は水俣病の教訓・経験・対策等を引き続き

世界に発信するとともに、地域再生に取り組む現在の水俣の姿を内外にアピールし、

環境をてこにした地域づくりの取組を一層支援していくことを表明しています。 

他方、1995(平成 7)年の未認定者救済の政治解決や 2009(平成 21)年の「水俣病被

害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法（水俣病被害者救済特別措置

法）」による救済策など国の解決策が行われたものの十分な解決に至らず、新潟水俣

病公式確認から 60 年近くを経た今日でも健康被害の訴えは続いており、水俣病の

認定申請や裁判が提起されるなど現在も大きな社会問題となっています。 

新潟市では、新潟水俣病患者※の方々が安心して暮らすことのできる地域社会の

実現のため、認定患者や手帳所持者への家庭訪問、申請者医療救済事業、市民講座、

地域の環境学習支援事業、職員研修など、健康面・精神面での支援や経済的支援及

び新潟水俣病に対する正しい理解の促進に取り組んでいます。 

令和 5 年調査では、「新潟水俣病被害者等に関して人権侵害だと思うこと」に対

し、「偏見を持たれること」の回答が 4割弱と平成 30年調査に比べ回答率が減少し、

逆に「地域での日常生活上、差別的な言動をされること」の回答が 2 割、「わからな

い」の回答が 3 割半ばといずれも平成 30 年調査に比べ回答率が増加しています。

また、「新潟水俣病被害者等の人権を守るために必要なこと」に対し、「相談できる

体制を整備する」、「教育・啓発広報活動を推進する」の回答が 3 割半ば、「生活費

や治療費を援助する」の回答が 2 割半ばといずれも平成 30 年調査に比べ回答率が

減少する一方、「新潟水俣病患者のプライバシーを保護する」、「わからない」の

回答率が増加し 2 割半ばとなっています。調査からは、誤った情報が重大な人権侵

害につながった新潟水俣病の教訓が十分に活かされているとは、まだまだ言いがた

い状況です。 
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＜課題＞ 

令和 5 年調査では、いずれの調査項目においても「わからない」の回答率が、以

前の調査に比べて増えており、他の回答は総じて減少傾向を示しています。これは

新潟水俣病に係る教育・啓発活動について「わからない」というだけでなく、新潟

水俣病問題そのものが「わからない」という可能性も考えられるため、今後もより

多くの人に水俣病について理解してもらう機会を作り、 差別や偏見をなくしてい

く取組を継続していくことが重要です。 

＜施策の方向性＞ 

新潟市では、県・関係市町・関係団体と連携し、新潟水俣病の教訓を活かし、こ

れからも人権が尊重される社会の実現に向け、教育・啓発活動などをさらに推進し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 拉致問題をめぐる人権について 

＜現状＞ 

国連人権理事会では、2008(平成 20)年から 17 年連続、国連総会では 2005(平成

17)年から 20 年連続で北朝鮮人権状況決議が採択されており、北朝鮮に対して、拉

致問題を含むすべての人権侵害を終わらせる手段を早急に取ることを求めていま

す。 

※「ｎ=」は回答者数 
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国連安全保障理事会においては、2005(平成 17)年に日本・アメリカ・韓国・中国・

ロシア・北朝鮮の六者会合において共同声明が採択され、拉致問題を含めた諸懸案

事項を解決することを基礎とした、国交を正常化するための措置をとることが、目

標の一つとして位置付けられました。 

北朝鮮による拉致は犯罪行為であり、かつ国家による許されない人権侵害である

ことから、国においても 2006(平成 18)年に「拉致問題その他北朝鮮当局による人

権侵害問題への対処に関する法律（以下「北朝鮮人権侵害対処法」という。）」を制

定しています。 

2013(平成 25)年 1 月、政府は、拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決の

ための戦略的取組及び総合的対策を推進するため、すべての国務大臣からなる新た

な「拉致問題対策本部」を設置しました。 

新潟市では、拉致問題の風化防止と早期解決を図ることを目的として令和 4 年 12

月に「新潟市拉致問題等啓発推進条例」を制定し、県や関係機関と連携した啓発事

業等（県民集会、巡回パネル展、映画「めぐみ」の上映会など）を実施するととも

に、市庁舎壁面に啓発用ラッピングシートを掲示しています。 

令和 5 年調査では、「あなたは、北朝鮮当局による拉致問題を解決するために、

市民としてどのようなことが必要だと思いますか。」に対し、「拉致問題への関心

が風化することがないよう、広報・啓発活動に参加すること」との回答が 5 割を超

えています。自由意見では早期解決を望む声が多数寄せられ、それ以外にも、「政府

主導の取組が必要」などの意見がありました。 

＜課題＞ 

2017(平成 29)年 4 月には北朝鮮の担当大使による政府間合意そのものを破棄し

た旨の発言があるなど、拉致問題の解決がさらに遠ざかるのではないかと強く懸念

されます。 

拉致被害者家族は高齢化が進んでおり、拉致問題解決にはもはや一刻の猶予もあ

りません。2024(令和 6)年 2 月に北朝鮮による拉致被害者家族連絡会（家族会）と

北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会（救う会）は、親の世代の

家族が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国を求めるなど新しい運動方針を決定

しましたが、未だ帰国は実現していません。  

また、政府は平成 18 年を最後に拉致被害者の認定を行っておらず、特定失踪者

を拉致被害者として新たに認定することについては一向に進展が見られません。 

 時間が経つにつれ、市民、特に若年層の関心が低くなり、拉致問題が風化してし

まうおそれも懸念されます。 

＜施策の方向性＞ 

これは国家間の問題ですが、「北朝鮮人権侵害対処法」に規定する地方公共団体の

責務を踏まえ、新潟市は拉致問題解決のため、国の施策推進に協力するとともに、

第５章 分野別人権施策の推進 
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あらゆる機会を通じ市民啓発に努め、早期解決を訴えるなど、今後も全面解決に向

け取り組んでいきます。同時に、北朝鮮当局による国家の犯罪であることから、市

内の韓国・朝鮮籍市民がいわれなき差別や排斥を受けることのないよう配慮が必要

です。また、拉致被害者が帰国した際に、本人や家族を地域全体で受け入れ、支え

ながら、安心して暮らせる環境づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ ＬＧＢＴＱ等性的マイノリティ※ の人権について 

＜現状＞ 

 近年、ＬＧＢＴＱなどの性的マイノリティについてはマスコミで多く取り上げら

れ、人権問題として広く認知されるようになってきました。 

恋愛・性愛対象となる性別（性的指向）が同性に向かう同性愛や両方の性別に向

かう両性愛、からだの性（生物学的な性）とこころの性（ジェンダーアイデンティ

ティ※・性自認）に違和感を持つ人（トランスジェンダー※）に対する理解は十分で

はないため、当事者の多くは偏見や差別を恐れ、生きづらさを抱えています。 

2023(令和 5)年には、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関す

る国民の理解の増進に関する法律」が施行され、性的指向及びジェンダーアイデン

ティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とし、基本理念が定めら

新潟水俣病患者等に関して人権上問題だと思うこと 
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※「ｎ=」は回答者数 
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れ、国及び地方公共団体の役割を明らかにしました。 

 新潟市では、性的マイノリティ支援事業として、講演会の開催などによる市民へ

の啓発、電話相談による当事者やご家族などへの支援を行っています。また、市職

員向けにも研修を行い、理解を深めています。 

 令和 5 年調査では、「ＬＧＢＴＱ等性的マイノリティに対する人権侵害だと思う

こと」に対し、「差別的な言動をされること」の回答の割合が最も高く 4 割半ばとな

っています。次いで「職場、学校等で嫌がらせやいじめを受けること」が 4 割、「就

職・職場で不利な扱いを受けること」、「好きな人と結婚(法律で定める婚姻)できな

いこと」が 3 割、「じろじろ見られたり、避けられたりすること」が 2 割台となって

います。 

＜課題＞ 

性的マイノリティについては、まだ社会において正しい認識が十分でないため、

当事者やその家族が、周囲の人々の誤解や無理解によって差別を受けたり、何気な

い言葉や態度に傷つけられたりしています。  

また、当事者やその家族が、性的マイノリティに関する正しい認識や相談窓口など

の情報を得る機会が少ないことにより、性のあり方について悩み、誰にも相談でき

ない状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ｎ=」は回答者数 
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１１ 犯罪被害者等の人権に関する問題について 

＜現状＞ 

 犯罪被害者やその家族は、生命や財産を奪われる、傷害を負わされるという直接

的な被害に加え、周知の人の無理解や配慮に欠けた言動、他者からの偏見や誹謗中

傷、報道機関の過剰な取材等により、精神的な苦痛、心身の変調等の二次的被害に

苦しめられる場合もあります。 

 そのため、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわ

しい処遇を保障される権利を有する」として、2004（平成 16）年に「犯罪被害者等

基本法」が制定されました。 

 新潟市においても、2022（令和 4）年に犯罪被害者等支援における基本理念や市・

市民・事業者・民間支援団体の責務、基本的支援施策などについて定めた「新潟市

犯罪被害者等支援条例」を制定するとともに、2023（令和 5）年には、犯罪被害者

等を社会全体で支え、市民誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に向

けて、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「新潟市

犯罪被害者等支援推進計画」を策定しました。 

 令和５年調査では、「犯罪被害者等の人権が特に守られていないと思われるのは、

どのようなことですか。」に対し、「マスメディアなどの報道によって、私生活の平

穏を保てなくなること」の回答の割合が最も高く、６割弱となっています。次いで

「犯罪行為によって、身体的・精神的に被害を受けること」が４割強、「周囲の心な

い言動や偏見によって、精神的苦痛を受けること」が３割強などとなっています。 

＜課題＞ 

 犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図るためには、地域社会において犯

罪被害者等の気持ちに寄り添うとともに、その置かれた状況に配慮し、人権を尊重

して支えることが必要です。 

＜施策の方向＞ 

 警察や早期援助団体をはじめとする関係機関等との連携を図りながら、広報活動、

啓発活動を通じ、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性

について市民や事業者等の理解を深めるとともに、犯罪被害者等を地域社会で孤立

させることのないよう二次的被害の防止に取り組みます。 

 あわせて、学校、家庭及び地域社会との連携の下、犯罪被害者等への理解を深め、

二次的被害の防止等のために必要な教育活動を推進します。 
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１２ インターネットをめぐる人権について 

＜現状＞ 

 インターネットの普及によりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方

で、その匿名性を悪用した誹謗中傷、差別的書き込みなど、人権やプライバシーの

侵害に関わる問題が生じています。 

 国では、2000(平成 12)年以降、「不正アクセス行為の禁止に関する法律（不正ア

クセス禁止法）」、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報

の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）」、「青少年が安全に安心してインター

ネットを利用できる環境の整備等に関する法律（青少年インターネット環境整備

法）」などさまざまな法律が整備されました。更に、2024（令和 6）年に、「プロバ

イダ責任制限法」は、大規模プラットフォーム事業者に対し、「対応の迅速化」、「運

犯罪被害者等に関して人権侵害だと思うこと 
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用状況の透明化」を義務づけるため、「特定電気通信による情報の流通によって発生

する権利侵害等への対処に関する法律（情報流通プラットフォーム対処法）」に改め

られ、法務局や警察による相談や防止のための取組が行われています。 

令和５年調査では、「インターネットの利用に関して人権上問題と思うこと」に対

しては、「他人の誹謗中傷や差別的表現など人権を侵害する情報掲載」が 6 割弱、

「ＳＮＳにおける中傷書き込みや仲間はずしなどのネットいじめ」が 5 割、「拡散

した個人情報の消去困難」が 3 割強の回答でした。 

＜課題＞ 

 インターネット上では、誹謗中傷、無責任なうわさ、特定の個人のプライバシー
※情報の無断掲載、差別的な書き込み、インターネット上のいじめなどのほか、特

定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動や同和問題に関する差別を助長する

ような内容の書き込みがされることもあります。近年では、スマートフォンの普及

から、エックス（Ｘ）、インスタグラム（Instagram）、ライン（LINE）などのＳＮＳ
※（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）利用者が拡大し、人権やプライバ

シーの侵害に関わる問題がより身近になってきており、インターネットを利用する

市民一人ひとりの人権意識を高めていく必要があります。 

＜施策の方向＞ 

これからも表現の自由やプライバシー、個人の名誉などに関して正しく理解を深

めてもらい、インターネットから発信する内容について自己責任において正しく使

ってもらうため人権教育・啓発を推進するとともに、人権侵害の事実の早期発見に

努め、それを確認した場合または相談を受けた場合は、法務局や警察などと連携を

図りながら対応します。   

また、学校においては、パソコンやインターネットを中心に情報活用能力の育成

とともに、情報モラルの向上を目指した教育の充実に努めます。 
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１３ さまざまな人権問題 

【 ホームレス 】 

 さまざまな理由で公園や路上、架橋の下などで日常生活を送っているホームレス

は、自立の意思や就労意欲がありながら失業状態にある人や、病気などにより医療

や福祉などの支援を必要としている人もいます。 

ホームレス自立支援施策については、2002(平成14)年施行の「ホームレスの自立

の支援等に関する特別措置法（ホームレス自立支援法）」に基づき、国において基

本方針が策定され、国及び地方公共団体においては、当該目標に関する総合的又は

地域の実情に応じた施策の策定及び実施が責務とされ、総合的に施策が講じられて

います。 

インターネット利用に関して人権上問題だと思うこと 
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また、生活保護受給者以外の生活困窮者に対する、いわゆる「第 2 のセーフティ

ネット」の充実・強化を図ることを目的として、「生活困窮者自立支援法」が 2015(平

成 27)年から施行されています。 

新潟市では、「生活困窮者自立支援法」に基づき、失業・病気・人間関係などさ

まざまな理由で困りごとを抱え、経済的に困窮している方に対して、状況に応じた

支援を行っています。自立に向けた人的な支援が中心となっている制度で、この中

の居住支援事業により、ホームレス支援に継続的に取り組んでいます。 

ホームレスは、怠け者や落伍者であるとの偏見や差別意識により、嫌がらせや暴

行を受ける事件が発生していることから、ホームレスの早期発見と自立に向けた適

切な支援を行うためにはその偏見や差別意識が解消するよう啓発活動を推進する

ことが必要です。 

 

【 刑を終えて出所した人 】 

 刑を終えて出所した人やその家族に対しては根強い偏見があり、社会復帰の基礎

となる住居の確保や就職などで、さまざまな差別的な扱いを受けている場合もあり

ます。 

 2016(平成 28)年に「再犯の防止等の推進に関する法律（再犯防止推進法）」の成

立を受け、国、地方公共団体、民間の連携をさらに進めるため、国は再犯防止推進

計画を策定しました。 

新潟市では、保護司会の運営する「更生保護サポートセンター」の活動や、「社会

を明るくする運動」に協力してきました。 

刑を終えて出所した人の社会復帰には、本人の強い更生意欲が必要なことはもち

ろんですが、地域社会があたたかく迎え入れる土壌づくりが必要です。 

関係機関と連携し、また国で主催する「社会を明るくする運動」に協力し、刑を

終えて出所した人が適切に処遇されることにより、再犯を防ぎ、自立し、更生する

ことを助けることで、個人と公共の福祉を増進するという更生保護思想の普及に努

めます。 

 

【 個人情報 】 

行政や企業が保有している大量の個人情報の流出、個人情報の不正取得、インタ

ーネット掲示板への個人情報の書き込み、公共物への落書きなど人権侵害につなが

る個人情報の問題が発生しています。こうした中、個人情報の有用性を配慮しなが

ら、個人の権利や利益を守ることを目的とした「個人情報保護法（個人情報の保護

に関する法律）」が 2003（平成 15）年に制定され、2005（平成 17）年に全面施行さ

れました。また、2013(平成 25)年に、社会保障・税番号制度等を規定した「行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー

第５章 分野別人権施策の推進 
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法）」が制定され、マイナンバーの利活用が推進されていることから、今後ますま

す個人情報の取り扱いに慎重さが求められます。 

 個人情報の流出が人権侵害につながることを職員自らが自覚するとともに、個人

情報の適正な取り扱いについて市民に理解を深めてもらうことが必要です。 

 

【 職業差別 】 

 技術の進展や生活形態の変化に伴い新たな産業が生まれ、職業の多様化が進んで

います。 

これらの職業に貴賎はないのですが、宗教的・歴史的な理由による偏見から特定

の職業への社会的評価が低く、これらの職業への差別が根強く残っています。職業

に区別なく働く一人ひとりの人権が等しく尊重され、偏見や差別を生み出さない社

会づくりが必要です。 

機会をとらえ、関係機関と連携して、企業の公正な採用選考に向け周知・啓発を

図ります。 

 

【 その他 】 

そのほか、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」や新潟県の「人権教育・啓

発推進基本指針」で取り上げている「アイヌの人々」、「東日本大震災に起因する人

権侵害」などの人権問題についても「すべての人の人権を尊重する」という視点に

立ち人権教育・啓発を行います。  
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第 6 章 総合的かつ効果的な計画推進に向けて 

 

１ 庁内推進体制の充実 

 新潟市は本計画に基づく人権教育・啓発に関する施策を推進するため、人権啓発

及び人権教育に関することを所管する広聴相談課を事務局とし、全庁的に組織する

「庁内推進会議」の充実を図りながら、各部署で行われている計画・施策が人権尊

重の視点から取り組まれるよう調整を行い、人権が尊重される社会の実現に努めま

す。 

 また、新たな人権問題や複数の部署に関係する人権問題などに対して、迅速かつ

適切に対応できるよう、庁内の協力・連携を進めます。 

 

２ 関係機関や民間団体等との連携・協働 

 すべての人の人権が尊重される社会を実現するには、市の人権にかかる施策だけ

では限界があることから、関係機関や関係団体との連携・協働が必要です。また、

市民一人ひとりの理解と協力も必要です。 

新潟地方法務局、新潟人権擁護委員協議会、新津人権擁護委員協議会、新潟県人

権啓発活動ネットワーク協議会（新潟県・新潟地方法務局・新潟県人権擁護委員連

合会と新潟市で構成）、新潟市同和教育研究協議会と協働し、効率的かつ有効な人権

教育・啓発活動を進めるとともに、全国の政令指定都市や県内の市町村とのネット

ワークを活用し情報交換を行い、連携を進めます。 

 当事者団体や支援団体とは、意見や要望を聞いて人権相談・救済について連携を

強化するほか、講演会・講習会の講師依頼や情報交換、課題の把握など連携・協働

を進めます。企業等へは、国・県など関係機関と連携しながら、人権教育・啓発の

取組を働きかけるとともに、研修教材や情報提供などの支援を行い、効果的な人権

教育・啓発が進められるよう連携に努めます。 

 

３ 計画の評価 

本計画に基づく人権教育・啓発に関する施策や事業の進捗状況は、各部署で自己

評価し、「庁内推進会議」及び外部の委員で構成する「新潟市人権教育・啓発推進委

員会」で検証したうえ、その施策や個別事業は新潟市ホームページに掲載するなど

情報公開を行い、市民からの意見や要望を聞きながら改善に努めます。この評価は

毎年実施します。 

また、本計画は、定期的に人権に関する市民意識調査を実施し、「人権が守られて

いる」及び「人権に対する関心」についての意識の推移を注視しながら、総合的に

検討・評価します。 

第６章 総合的かつ効果的な計画推進に向けて 
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用 語 の 解 説 

 

＜五十音順＞ 

あ行 

インクルーシブ教育 

人間の多様性の尊重等の強化、障がい者が精神的及び身体的な能力等を可能な最

大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の

下、障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶ仕組みのこと。 

 

ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス） 

ヒトの免疫細胞を破壊し、免疫力を低下させるウイルス。ヒトの血液や体液にいる。

ＨＩＶに感染している人をＨＩＶ感染者という。主要な感染経路は性行為による感

染であり、その他の感染経路としてＨＩＶに汚染された血液を介した感染、母子感染

等がある。治療の進歩により、早期に治療を開始した感染者は健常者と同等の生活を

送ることができるようになった。 

 

ＳＮＳ 

Social Networking Serviceの略で、登録された利用者同士が交流できるWebサイ

トの会員制サービスのこと。友人同士や、同じ趣味を持つ人同士が集まったり、近

隣地域の住民が集まったりと、ある程度閉ざされた世界にすることで、密接な利用

者間のコミュニケーションを可能にしている。 

 

ＮＧＯ 

Non-Governmental Organizationの略称で、非政府組織。当初は援助・環境・開

発・人権等の分野で国際的に活動する非政府間の組織を意味していた。しかし、現

在では国・自治体・企業以外の国内で活動する民間団体もこのように呼ばれてい

る。 

 

ＮＰＯ 

Non-Profit Organization又はNot-for-Profit Organizationの略称で、民間非営利組

織。様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的と

しない団体の総称。 

 

ＬＧＢＴＱ 

Lesbian（レズビアン）＝女性同性愛者、Gay（ゲイ）＝男性同性愛者、Bisexual（バ

イセクシュアル）＝両性愛者、Transgender（トランスジェンダー）＝こころとからだ

の性に違和感を持つ人、Questioning（クエスチョニング）＝自分の性別がわからない・

意図的に決めていない・決まっていない人、Queer（クィア）＝性的マイノリティを包

括する言葉、の頭文字をとった性的マイノリティを表すことばのひとつ。 

 

用 語 の 解 説 
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か行 

外国籍市民等 

新潟市において、施策・事業等の対象者とする場合に、新潟市内に居住されている

住民であることを念頭に、現在の国籍が外国籍である人だけでなく、日本であっても、

両親のいずれかが外国人である子や海外からの帰国者、日本国籍取得者など、外国に

つながりがあり、多様な文化的背景を持つ人々の総称をいう。 

 

協働 

新潟市自治基本条例では、「市民と市が対等な関係で相互の立場及び特性を理解

し、目的を共有し、並びに連携し、及び協力すること」としている。「市民と市が

対等な関係」とは、市民の自発的な活動を前提とし、お互いの自主性・自立性を尊

重し、損なうことのないよう配慮することを意味する。 

 

合理的配慮 

障がいのある人（本人が意思の表明を行うことが困難な場合にはその支援者）が

社会的障壁の除去を求めている場合や、それを認識しうる場合において、障がいの

ある人の人格、人権及び意向を尊重し、障がいのある人の性別、年齢、障がいの状

態等に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な変更及び調整を

行うことであって、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。 

 

国際連合（国連） 

1945年10月24日、20世紀前半に二度にわたって悲惨な世界大戦を経験した反省を

踏まえ、国際平和を維持する目的をもって設立された政府間国際組織。 

 

さ行 

ジェンダーアイデンティティ 

 自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意

識。 

 

人権条約 

人権の保護と促進を目的に国連が中心となって採択した人権に関する条約。日本

は「自由権規約」、「社会権規約」、「女子差別撤廃条約」、「児童の権利条約（子ども

の権利条約）」、「障害者権利条約」、「人種差別撤廃条約」、「拷問等禁止条約」等の条

約の締約国である。 

 

スクールカウンセラー 

児童生徒や保護者の抱える悩みを受け止め、学校におけるカウンセリング機能の

充実を図るために配置された、臨床心理に専門的な知識・経験を有する学校外の専

門家。 

 

用 語 の 解 説 



 

- 56 - 

 

性的マイノリティ 

性的指向（好きになる性）や性自認（こころの性）などの性のあり方が多数派と

異なる人。「性的少数者」「セクシャル・マイノリティ」ともいう。 

 

セクシュアル・ハラスメント（セクハラ） 

職場において、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、身体への不

必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けるな

ど、職場の環境が不快なものとなることをいう。 

 

ソーシャル・インクルージョン（社会的包摂） 

さまざまな理由により社会の諸制度や市場、社会関係から孤立し、排除された人の

「社会参加する権利」を認め、包摂することをいう。 

 

た行 

ダイバーシティ 

「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、

共存できる社会のことをダイバーシティ社会という。 

 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

Domestic Violenceの頭文字をとってＤＶともいう。配偶者やパートナーなど親密

な関係にある人からの身体的暴力、精神的暴力、社会的暴力、性的暴力、経済的暴力

などのこと。 

 

トランスジェンダー 

こころの性とからだの性に違和感を持つ人。 

 

な行 

新潟市自治基本条例 

新潟市における住民自治の基本理念や自治体経営の基本原則などを盛り込むとと

もに、市民による主体的なまちづくりのための住民参画の考え方などを定めるもの。 

 

新潟水俣病患者 

新潟県の新潟水俣病地域福祉推進条例において、新潟水俣病の原因であるメチル水

銀が蓄積した阿賀野川の魚介類を摂取したことにより通常のレベルを超えるメチル

水銀にばく露した者であって水俣病の症状を有する者と定義されている。公害健康

被害の補償等に関する法律による認定患者で水俣病総合対策の手帳を持っている方

や新潟水俣病福祉手当を受給されている方も新潟水俣病患者とされている。 

 

新潟市総合計画2030（ニーゼロサンゼロ） 

新潟市政の最上位計画で、2023(令和5)年度から2030(令和12)年度までの8年間にお

ける新潟市が目指す都市像の実現に向けたまちづくりについて示す計画。まちづく
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りの主役である市民と目指す方向を共有するもの。 

 

は行 

ハラスメント 

英語のharassmentで「嫌がらせ」「相手を悩ませること」などを意味する。「セク

シャルハラスメント」、「パワーハラスメント」などがある（→それぞれ用語を参照）。 

 

パワーハラスメント（パワハラ） 

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背

景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるなど、職場環境を悪

化させる行為をいう。 

 

ハンセン病 

ノルウェーのハンセン博士によって発見されたらい菌という細菌によって引き起

こされる感染症。らい菌に感染しただけでは発病する可能性は極めて低く、発病して

も現在では治療方法が確立している。また、遺伝病でないことも判明している。 

 

プライバシー 

個人の日常生活や社会行動について、他人の干渉を許さない各個人の私生活上にお

ける自由。 

 

 ヘイトスピーチ 

一般的に「憎悪に基づく差別的な言動」を意味し、外見上の特徴、国籍、人種、民

族、出生、性別、職業、思想、宗教などの違いを理由に、暴力、暴言、誹謗中傷、差

別発言や書き込みなどを行い、差別をあおったり、侮辱したりする行為。 

 

本人通知制度 

住民票の写し等の不正取得による個人の権利利益の侵害を防止するとともに、住民

票の写し等が第三者等に交付された事実を知る権利を保障することを目的とする制

度。 

 

わ行 

ワーク・ライフ・バランス 

一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすととも

に、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応

じて多様な生き方が選択・実現できること。 
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世界人権宣言（仮訳文） 
1948(昭和 23 )年 12月 10日 

第３回国際連合総会で採択 

 

前 文 

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世

界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が

受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、 

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支

配によって人権保護することが肝要であるので、 

諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 

国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の

同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促

進することを決意したので、 

加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成する

ことを誓約したので、 

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるの

で、 

よって、ここに、国際連合総会は、 

社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間

にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教

育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを国内的及び国際的な漸

進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基

準として、この世界人権宣言を公布する。 

第一条 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人

間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。 

第二条 

1  すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出

身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣

言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。 

2  さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、

又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際

上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。 

第三条 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 

第四条 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形

においても禁止する。 

第五条 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。 

第六条 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。 

第七条 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受

ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差

別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。 

第八条 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有

する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 

第九条 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 

第十条 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、
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独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。 

第十一条 

1  犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判

において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。 

2  何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有

罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。 

第十二条 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉

及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護

を受ける権利を有する。 

第十三条 

1  すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。 

2  すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。 

第十四条 

1  すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。 

2  この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追

の場合には、援用することはできない。 

第十五条 

1  すべて人は、国籍をもつ権利を有する。 

2  何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。 

第十六条 

1  成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつ

くる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。 

2  婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。 

3  家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。 

第十七条 

1  すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。 

2  何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 

第十八条 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信

念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及

び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。 

第十九条 すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けること

なく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情

報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 

第二十条 

1  すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。 

2  何人も、結社に属することを強制されない。 

第二十一条 

1  すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有す

る。 

2  すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。 

3  人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙

によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、ま

た、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。 

第二十二条 すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び

国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展と

に欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。 
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第二十三条 

1  すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対す

る保護を受ける権利を有する。 

2  すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有

する。 

3  勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ

有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができ

る。 

4  すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。 

第二十四条 すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇を

もつ権利を有する。 

第二十五条 

1  すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十

分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力

による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 

2  母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問

わず、同じ社会的保護を受ける。 

第二十六条 

1  すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階において

は、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、

一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開

放されていなければならない。 

2  教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならな

い。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増

進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。 

3  親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 

第二十七条 

1  すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあ

ずかる権利を有する。 

2  すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を

保護される権利を有する。 

第二十八条 すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩

序に対する権利を有する。 

第二十九条 

1  すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義

務を負う。 

2  すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及

び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を

満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。 

3  これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはなら

ない。 

第三十条 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権

利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認め

るものと解釈してはならない。 
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日本国憲法（抜粋） 

                           昭和21年11月3日公布 

                                      昭和22年 5月6日施行 

第三章 国民の権利及び義務 

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的

人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持し

なければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のため

にこれを利用する責任を負ふ。 

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に

ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によ

り、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 

２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 

３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有

し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 

２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 

３ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 

４ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的

にも私的にも責任を問はれない。 

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他

の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇

も受けない。 

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、

国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その

意に反する苦役に服させられない。 

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受

け、又は政治上の権力を行使してはならない。 

２ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 

３ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 

２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし

て、相互の協力により、維持されなければならない。 

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に

関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 
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２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めな

ければならない。 

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受け

る権利を有する。 

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を

負ふ。義務教育は、これを無償とする。 

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 

２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 

３ 児童は、これを酷使してはならない。 

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障す

る。 

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 

２ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 

３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はそ

の他の刑罰を科せられない。 

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且

つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなけ

れば、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれ

ば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのな

い権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び

押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 

２ 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利

を有する。 

２ 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のため

に強制的手続により証人を求める権利を有する。 

３ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自

らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 

２ 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これ

を証拠とすることができない。 

３ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科

せられない。 

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上

の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 

第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところによ

り、国にその補償を求めることができる。_ 
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 
（平成１２年１２月６日法律１４７号） 

 

 （目的） 

第一条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性

別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人

権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにする

とともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓

発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とす

る広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。 

 （基本理念） 

第三条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な

場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することが

できるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の

確保を旨として行われなければならない。 

 （国の責務） 

第四条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、人

権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 （地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教

育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 （国民の責務） 

第六条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努

めなければならない。 

 （基本計画の策定） 

第七条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及

び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。 

 （年次報告） 

第八条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報告を提

出しなければならない。 

 （財政上の措置） 

第九条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る事

業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。 

附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第８条の規定は、この法律の施行の日の属する年度

の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。 

 （見直し） 

第二条 この法律は、この法律の施行の日から３年以内に、人権擁護施策推進法（平成八年法律第百二十

号）第３条第２項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基

本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直しを行うものとする。 
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計画改訂までの経過 

１ 経過一覧 

 市  民 外部委員 

議  会 人権に関する市民意識調査 

パブリックコメント 
人権教育・啓発推進委員会 

平成30年 

（2018） 

６月 

   

７月    

８月    

９月    

１０月    

１１月    

１２月    

平成31年 

（2019） 

１月 

 

 

  

２月    

３月    

４月    

令和元年 

（2019） 

５月 

   

６月    

７月    

８月    

９月    

１０月    

１１月    

１２月    

令和２年 

（2020） 

１月 

  

 
 

２月    

３月    

１０月１２日～１１月２日 
人権に関する市民意識調査 

８月 １日 第１回委員会 
８月３０日 第２回委員会 

人権に関する市民意識調査 
報告書 

２月２２日 第３回委員会 

７月１６日 第４回委員会 
計画改訂案 

１０月 ２日 第５回委員会 

１２月１３日 
市民厚生常任委員会 

報告書 １２月１６日～１月１５日 
新潟市人権教育・啓発推進
計画改訂案に対するパブリッ
クコメント（市民意見）募集 

第６回委員会(書面により確認) 

意 見 

１２月 ５日 人権意識調査結果速報値 

報 告 

６月４日～７月３日 市民委員の公募 

意 見 

反 映 

新潟市人権教育・啓発推進計画改訂版 

募 集 

反 映 

最終意見 

３月９日 
市民厚生常任委員会 

報告書 

報 告 

巻 末 資 料 
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２ 人権教育・啓発推進委員会委員名簿 

（五十音順、敬称略） 

   氏  名 役     職 

赤塚
あかつか

 久
ひさ

子
こ

 人権擁護委員（新潟人権擁護委員協議会） 

伊
い

原
はら

 真
ま

千
ち

子
こ

 弁護士（新潟県弁護士会） 

太
おお

田
た

 信
しん

一
いち

 部落解放同盟新潟県連合会会計 

川
かわ

崎
さき

 晃
ひかる

 連合新潟地域協議会事務局長 

○ 齊
さい

藤
とう

 裕
ゆう

子
こ

 新潟市立 結
むすぶ

小学校長 

髙
たか

橋
はし

 熊
くま

樹
き

 公募委員 

◎ 田
た

巻
まき

 帝
てい

子
こ

 新潟大学人文社会科学系（法学部）教授 

室
むろ

橋
はし

 春
はる

季
き

 新潟県人権・同和センター事務局長 

横
よこ

尾
お

 三代子
み よ こ

 新潟市社会福祉協議会 福祉相談支援課 相談支援係長 

計 9 名 

※ ◎：委員長 ○：副委員長 

※ 役職は平成31年4月1日現在 

 

３ パブリックコメント実施結果 

（１）募集期間  令和元年12月16日～令和2年1月15日 

（２）意 見 数  ５件 

（３）意見概要  パブリックコメント実施結果は、新潟市ホームページに掲載していま

す。 

                   URL http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/danjo/jinken/  

                                    jinkenkatsudo/jinken-keikaku/index.html 
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